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一
八
六
〇
年
代
に
お
け
る
清
国
政
府
の

軍
事
力
強
化
政
策
と
そ
の
実
践

　

宝

鎖

1
　
は
じ
め
に

　

一
八
六
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
清
国
政
府
の
主
導
の
下
、
地
方
官
僚
に
よ
っ
て
、
洋
式
大
砲
や
艦
船
の
購
入
・
製
造
を

中
心
に
、
対
外
交
渉
、
通
商
、
新
式
陸
海
軍
の
編
成
、
工
場
・
鉱
業
・
鉄
道
・
電
報
・
学
校
の
開
設
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
動
き

は
洋
務
運
動
と
呼
ば
れ
、
長
年
に
渡
り
、
中
国
の
近
代
化
の
始
ま
り
と
し
て
、
政
治
、
経
済
、
軍
事
、
文
化
な
ど
様
々
な
視
点
か
ら
研

究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
軍
事
力
強
化
を
中
心
と
し
た
国
防
戦
略
の
実
態
は
充
分
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え

な
い
。
一
八
六
〇
年
か
ら
政
府
が
力
を
入
れ
て
き
た
軍
事
力
強
化
政
策
は
一
八
九
四
年
に
起
こ
っ
た
日
清
戦
争
に
よ
っ
て
、
そ
の
さ
ま

ざ
ま
な
不
備
な
点
が
暴
露
さ
れ
る
が
、
こ
の
間
の
移
り
変
わ
り
は
大
き
く
二
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

　

第
一
段
階
は
、
一
八
六
〇
年
代
の
初
め
か
ら
七
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
の
十
余
年
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
内
反
乱
を
鎮
圧
す
る

と
同
時
に
、
国
防
（
主
に
首
都
防
衛
）
を
念
頭
に
置
い
て
、
従
来
の
陸
軍
に
洋
式
と
中
国
式
の
軍
隊
訓
練
方
法
を
合
わ
せ
た
混
合
訓
練

を
さ
せ
、
そ
れ
に
必
要
な
近
代
火
器
と
伝
統
的
な
兵
器
を
生
産
す
る
た
め
に
兵
器
工
場
を
相
次
い
で
建
設
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。

　

第
二
段
階
は
、一
八
七
〇
年
代
の
初
め
か
ら
一
八
九
四
年
の
日
清
戦
争
が
起
こ
る
ま
で
の
二
十
余
年
間
で
あ
る
。
一
八
六
六
年
か
ら
、
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将
来
起
こ
り
う
る
対
外
戦
争
が
想
定
さ
れ
、
地
方
を
中
心
に
国
防
戦
略
の
議
論
が
行
わ
れ
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
日
本
の
台
湾
出
兵
を

き
っ
か
け
に
海
防
が
議
論
さ
れ
た
が
、
八
〇
年
代
の
初
め
に
よ
う
や
く
海
防
が
急
務
と
さ
れ
、
国
土
防
衛
を
主
眼
と
し
た
本
格
的
な
防

衛
戦
略
が
確
立
し
て
ゆ
く
。

　

本
論
文
で
は
、
清
国
の
国
防
戦
略
政
策
の
第
一
段
階
を
対
象
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
清
国
政
府
が
一
八
五
〇
年
代
か
ら
太
平
天
国

な
ど
の
反
乱
や
そ
れ
に
並
行
し
て
起
こ
っ
た
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
を
経
験
し
た
の
ち
、
六
〇
年
代
以
降
、
内
外
の
敵
か
ら
政
権
を
守
る

た
め
、
七
〇
年
代
の
半
ば
ま
で
に
実
施
し
た
近
代
西
洋
式
兵
器
の
生
産
・
供
給
と
軍
隊
の
近
代
洋
式
訓
練
を
主
な
内
容
と
し
た
軍
事
改

革
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
た
、
従
来
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
、
一
八
六
〇
年
代
に
清
国
政
府
が
内
乱
を
鎮
圧
す
る
名
目
で
西
洋
の
近
代
軍
事
技
術
を
導
入
し

た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
直
後
に
農
民
反
乱
を
鎮
定
し
て
か
ら
外
交
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
政

府
の
戦
略
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
経
緯
を
分
析
す
る
。
こ
こ
で
は
、
清
国
政
府
が
「
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
際
、
農
民
軍
の
鎮
圧
を
優

先
し
、外
国
の
侵
略
を
撃
退
す
る
こ
と
を
二
の
次
に
し
た
」（

1
）
と
い
っ
た
、従
来
の
研
究
に
見
ら
れ
る
不
適
切
な
指
摘
に
訂
正
を
施
す
。

さ
ら
に
、
本
論
文
で
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
軍
需
品
を
現
地
で
供
給
す
る
た
め
に
内
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
で
軍
需
工

場
を
建
設
す
る
と
い
う
清
国
政
府
の
工
場
建
設
方
針
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
加
え
て
、
一
八
六
〇
年
代
半
ば
に
、
政
権
を
脅
か
し
て

い
た
太
平
天
国
の
反
乱
軍
を
鎮
定
し
た
政
府
が
、
外
交
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
し
、
西
洋
列
強
の
脅
威
か

ら
国
を
守
る
国
防
政
策
の
制
定
へ
方
針
を
転
換
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
従
来
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
指
摘
を
行
う
。

　

な
お
、
本
論
文
で
扱
う
時
期
の
前
史
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
清
国
が
軍
事
力
増
強
の
必
要
を
感
ず
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
八
四
〇

年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
東
ア
ジ
ア
の
大
国
で
あ
っ
た
大
清
帝
国
は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
新
興
資
本
主
義

大
国
の
勢
力
の
拡
大
に
よ
る
軍
事
的
な
圧
力
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
平
和
や
安
定
を
満
喫
し
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て
き
た
清
朝
の
文
物
・
諸
制
度
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
っ
た
。
一
八
六
〇
年
代
の
初
め
、
清
国
政
府
は
、「
咸
豊
年
間
（
一
八
五
一
―

一
八
六
二
）、
内
憂
外
患
が
重
な
り
、
有
能
な
武
官
と
強
い
兵
士
が
い
て
も
強
い
兵
器
が
な
い
た
め
、
近
代
艦
船
や
銃
砲
を
頼
り
に
海

外
で
力
を
振
る
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
列
強
に
は
勝
て
な
い
」（
2
）
と
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
苦
い
経
験
か
ら
自

国
の
軍
隊
の
戦
闘
力
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
諸
列
強
に
比
べ
て
著
し
く
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
特
に
西
洋
の
近
代
火
器

の
威
力
を
痛
感
し
た
。
し
か
し
、
武
力
に
よ
り
負
け
た
側
と
し
て
、
清
国
政
府
は
軍
事
力
強
化
の
方
針
を
明
確
に
打
ち
立
て
る
こ
と
は

で
き
な
い
窮
地
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
政
府
は
西
洋
列
強
か
ら
疑
わ
れ
ず
に
内
憂
外
患
か
ら
脱
出
し
、
政
権
を
立
て
直
す
た
め

に
、
軍
隊
の
戦
闘
力
の
強
化
を
図
る
、
新
た
な
対
策
を
本
格
的
に
模
索
し
始
め
た
。

2
　
内
乱
の
鎮
圧
を
名
目
に
し
た
軍
事
近
代
化
政
策
の
背
景

　

一
八
四
〇
年
の
第
一
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
後
、
清
国
政
府
の
地
方
へ
の
統
治
能
力
は
日
に
日
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
五
〇
年
代
に
入
る

と
全
国
各
地
で
太
平
天
国
な
ど
に
よ
る
反
政
府
農
民
反
乱
が
相
次
い
で
起
こ
り
、
ま
た
満
州
人
の
統
治
も
存
亡
の
危
機
に
直
面
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
内
乱
に
乗
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
初
め
と
す
る
欧
米
諸
列
強
が
清
国
で
の
利
益
拡
大
を
目
指
し
て
軍
事
行
動
を
起
こ
し
、

強
い
軍
事
力
を
も
っ
て
、
清
国
政
府
に
対
し
、「
南
京
条
約
」
の
修
正
を
目
的
と
し
た
交
渉
を
迫
っ
た
。
戦
争
と
対
話
を
交
え
た
交
渉

が
六
年
間
断
続
的
に
行
わ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
清
朝
の
軍
事
的
な
完
敗
に
よ
っ
て
、
首
都
北
京
に
列
強
の
公
使
を
駐
在
さ
せ
る
な
ど
、

清
国
政
府
に
と
っ
て
苛
酷
な
要
求
を
す
べ
て
呑
む
と
い
う
形
で
、
一
八
五
八
年
に
「
天
津
条
約
」、
一
八
六
〇
年
十
月
に
「
北
京
条
約
」

な
ど
が
締
結
さ
れ
た
。
列
強
と
の
間
で
平
和
を
取
り
戻
し
た
政
府
は
、
北
京
や
天
津
な
ど
に
駐
在
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な

ど
の
軍
隊
の
圧
力
の
下
で
、
諸
外
国
に
対
し
て
、「
条
約
の
す
べ
て
の
内
容
を
受
け
入
れ
長
く
実
行
し
、
こ
れ
か
ら
互
い
に
信
頼
し
合
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い
永
遠
に
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
」（

3
）
と
、
条
約
の
実
行
を
各
省
の
督
撫
た
ち
に
命
じ
た
。
こ
の
状
況
下
で
は
、
政
府
主
導
で
西
洋
の

先
進
技
術
と
効
率
的
な
軍
隊
の
運
用
組
織
制
度
な
ど
を
取
り
入
れ
て
自
国
の
軍
備
を
強
化
す
れ
ば
、
諸
列
強
の
不
信
感
を
招
く
こ
と
は

間
違
い
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
条
約
が
公
布
さ
れ
る
と
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
軍
隊
が
北
京
か
ら
撤
退
す
る
様
子
を
見
せ
、
そ
れ
に
、
国
内
反
乱
の

鎮
圧
に
協
力
す
る
話
も
持
ち
出
し
た
の
で
、
政
府
は
そ
れ
を
軍
事
力
強
化
の
チ
ャ
ン
ス
だ
と
考
え
た
。
咸
丰
十
年
十
二
月
二
十
四
日

（
一
八
六
一
年
一
月
二
十
四
日
）、
奕
訢
、
文
祥
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
上
奏
文
を
提
出
し
た
。「
現
在
、
条
約
が
結
ば
れ
た
と
は
い
え

低
迷
し
て
い
る
国
力
を
養
い
、
有
事
に
備
え
て
長
期
的
に
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
発
捻
（
4
）
を
迅
速
に
鎮
圧
す
る
べ

き
で
あ
る
。
内
患
が
除
去
さ
れ
れ
ば
、
外
国
か
ら
の
侵
攻
も
自
然
に
収
ま
る
。
平
素
、
強
い
と
見
ら
れ
た
八
旗
禁
軍
［
首
都
周
辺
を
守

る
軍
隊
］
が
最
近
の
戦
争
で
は
役
に
立
た
な
い
の
は
、
兵
力
の
問
題
で
は
な
く
勇
気
と
見
識
が
優
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
火

器
を
使
っ
た
作
戦
方
法
を
習
い
訓
練
を
行
え
ば
、戦
時
に
怯
え
な
い
精
鋭
部
隊
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
現
在
、ロ
シ
ア
が
鳥
銃
［
火

縄
銃
］
を
一
万
挺
、
火
砲
五
十
を
送
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
銃
砲
を
売
っ
て
く
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
を
派
遣
し
て
各
種
の
火
器
の
製
造

を
指
導
し
て
く
れ
る
話
も
あ
る
」。（

5
）

　

こ
の
よ
う
に
、
列
強
が
清
国
の
内
乱
鎮
圧
に
武
器
の
支
援
や
技
術
面
で
協
力
す
る
と
い
う
意
思
を
表
明
し
て
い
る
の
で
、
政
府
は
列

強
の
協
力
を
得
て
反
乱
軍
を
鎮
圧
す
る
過
程
で
、
自
国
の
軍
隊
の
戦
闘
力
を
強
化
し
、
有
事
の
際
に
頼
り
に
な
る
強
い
部
隊
に
育
て
、

防
衛
力
を
強
化
し
よ
う
と
計
画
し
た
。

　

こ
の
時
点
で
の
清
国
政
府
の
分
析
は
、
発
捻
の
反
乱
は
「
心
腹
の
疾
患
」
の
よ
う
で
、
ロ
シ
ア
は
「
脇
の
疾
患
」
の
よ
う
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
は
「
肢
体
の
疾
患
」
の
よ
う
で
あ
る
（
６
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
反
乱
軍
の
鎮
圧
と
外
敵
の
撃
退
を
同
時
に
実
施
す
る
こ

と
は
不
可
能
だ
っ
た
た
め
、
と
り
あ
え
ず
協
力
を
確
保
で
き
る
強
い
国
家
を
味
方
に
で
き
る
状
況
で
、
敵
対
を
続
け
る
内
乱
側
を
治
め
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よ
う
と
、「
発
捻
を
先
に
滅
ぼ
し
、
次
に
ロ
シ
ア
を
治
め
、
ま
た
次
に
イ
ギ
リ
ス
を
治
め
る
」（
７
）
と
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
国
内
反
乱
を

鎮
圧
し
、
次
に
外
交
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
、
課
題
の
優
先
順
位
を
明
確
に
し
た
軍
事
行
動
の
戦
略
方
針
を
打
ち
立
て
た
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
、「
発
捻
を
先
に
滅
ぼ
し
、
次
に
ロ
シ
ア
を
治
め
、
ま
た
次
に
イ
ギ
リ
ス
を
治
め
る
」
と

述
べ
る
史
料
を
使
っ
て
、
清
国
政
府
は
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
際
、
内
戦
鎮
圧
を
優
先
し
、
外
国
か
ら
の
侵
略
を
撃
退
す
る
こ
と
を
二

の
次
に
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
８
）。
し
か
し
、
こ
の
史
料
に
現
れ
る
態
度
は
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
、
一
八
六
一

年
一
月
に
恭
親
王
奕
訢
ら
が
上
奏
し
た
総
理
各
国
事
務
衙
門
を
創
設
す
る
必
要
性
を
議
論
す
る
文
の
中
で
初
め
て
現
れ
た
も
の
で
あ

る
。
従
来
の
研
究
に
お
け
る
理
解
は
、清
国
政
府
の
内
外
情
勢
の
認
識
の
過
程
を
無
視
し
た
判
断
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
に
は
、
歴
史
上
の
出
来
事
と
上
記
の
史
料
の
前
後
の
記
述
を
織
り
合
わ
せ
て
み
る
と
そ
の
本
意
が
見
え
て
く
る
。
一
八
五
六
年

十
二
月
十
四
日
、
咸
豊
皇
帝
は
、
両
広
総
督
の
叶
明
琛
に
、「
国
内
の
反
乱
が
鎮
定
で
き
て
い
な
い
の
に
、
沿
海
で
さ
ら
に
紛
争
を
起

こ
し
て
は
な
ら
な
い
」（
9
）
と
伝
え
、
ま
た
翌
年
の
四
月
に
、「
国
内
で
は
反
乱
が
多
く
発
生
し
、
財
政
難
に
陥
っ
て
い
る
の
で
、
適
切

な
方
策
を
考
え
、
今
回
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
し
、
目
の
前
の
こ
と
に
縛
ら
れ
、
後
始
末
の
出
来
な
い
事
態
を
招
き
、
再
び
辺
境
問
題
を

引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
」（
10
）
と
命
じ
た
。
太
平
天
国
軍
と
戦
っ
て
い
る
最
中
に
列
強
の
条
約
の
修
正
を
目
的
と
し
た
交
渉
を
戦
争

に
ま
で
発
展
さ
せ
る
の
は
、
清
国
政
府
に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
避
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
態
で
あ
る
。

　

清
国
は
、
対
外
戦
争
が
起
こ
り
、
列
強
に
厳
し
い
要
求
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
と
き
、
戦
備
を
整
え
、
戦
闘
に
勝
利
を
収
め
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
八
五
八
年
の
「
天
津
条
約
」
を
と
り
あ
え
ず
承
諾
し
た
咸
豊
皇
帝
は
英
仏
連
合
軍
が
天
津
か
ら
軍
を
引
く
と
す

ぐ
、
軍
費
を
出
し
、
大
沽
砲
台
な
ど
海
岸
の
警
備
を
強
化
し
た
。
そ
し
て
一
八
五
九
年
の
初
め
に
、
条
約
文
書
を
交
換
す
る
た
め
天
津

か
ら
上
陸
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
公
使
普
魯
斯
ま
た
は
卜
鲁
斯
（Sir Frederick B

urce

）
が
率
い
た
軍
隊
を
撃
退
し
た
。
今
回
の
戦
闘
で
清

国
側
の
軍
の
指
揮
者
の
僧
格
林
沁
（
11
）
は
、
英
仏
軍
の
銃
砲
の
威
力
を
実
感
し
、「
鹵
獲
し
た
銃
砲
を
京
営
八
旗
軍
の
火
器
営
に
渡
し
て
、

模
造
さ
せ
た
」（
12
）。
し
か
し
、「
北
方
で
は
捻
軍
の
勢
い
が
増
し
、
南
方
で
は
太
平
天
国
軍
が
勢
力
を
拡
大
し
て
い
て
、
財
力
も
兵
力
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も
衰
え
て
い
た
。
外
国
人
は
我
の
弱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
乗
じ
て
入
っ
て
き
た
た
め
、
彼
ら
に
負
け
た
」（
13
）
と
い
う
。
つ
ま
り
、
国

内
の
反
乱
軍
と
長
年
の
間
戦
っ
て
き
た
正
規
軍
の
戦
闘
力
も
落
ち
、
財
政
も
か
な
り
厳
し
く
な
っ
て
き
た
と
き
に
列
強
が
乱
入
し
た
た

め
、
ま
た
、
兵
器
の
面
で
か
な
り
の
力
の
差
が
あ
っ
た
か
ら
、
も
と
も
と
戦
争
経
験
の
な
い
皇
帝
が
徹
底
抗
戦
か
講
和
か
定
見
も
な
く
、

軍
隊
指
揮
者
の
戦
術
ミ
ス
な
ど
が
重
な
っ
て
列
強
に
敗
北
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

清
国
政
府
は
、
外
国
と
の
戦
争
が
終
わ
り
、
条
約
を
結
ん
だ
列
強
の
狙
い
は
、
国
土
や
国
民
を
奪
い
、
政
権
を
取
り
に
く
る
昔
の
侵

略
者
と
違
い
、
と
り
あ
え
ず
要
求
を
呑
め
ば
平
和
を
取
り
戻
せ
る
と
考
え
た
。
も
し
、
国
内
戦
争
が
ま
だ
続
い
て
い
る
状
態
で
、
列
強

に
徹
底
抗
戦
す
れ
ば
逆
に
政
権
を
奪
わ
れ
か
ね
な
い
た
め
、「
講
和
を
便
宜
に
、
戦
守
を
事
実
に
」（
14
）
と
い
う
よ
う
に
、
臨
機
応
変
の

策
と
し
て
講
和
し
、
列
強
の
言
い
な
り
に
な
り
、
少
な
く
と
も
軍
事
的
に
は
る
か
に
優
位
に
あ
る
列
強
の
協
力
を
獲
得
し
、
当
面
政
権

を
脅
か
し
て
い
る
農
民
反
乱
を
鎮
圧
す
る
こ
と
が
清
国
の
統
治
者
た
ち
に
と
っ
て
必
然
的
な
選
択
と
な
っ
た
。
ま
た
、
清
国
政
府
は
、

こ
れ
を
、
列
強
の
猜
疑
を
呼
ば
ず
軍
事
を
西
洋
か
ら
学
び
、
国
防
を
強
化
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
捉
え
た
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
清
国
政
府
が
、
一
八
六
〇
年
代
の
初
め
に
、
列
強
を
排
除
す
る
こ
と
を
最
優
先
に
せ
ず
、
農
民
反
乱
軍
の
鎮
圧

に
力
を
入
れ
た
理
由
が
分
か
る
。
第
一
に
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
初
期
に
は
、
清
国
の
京
畿
八
旗
軍
は
列
強
に
負
け
な
い
と
信
じ
て

い
て
お
り
、
実
際
の
戦
い
で
、
勝
利
を
収
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
第
二
に
、
戦
争
の
後
期
に
入
っ
て
か
ら
、
近
代
火
器
の
面
で
著
し
い

遅
れ
を
取
っ
て
い
た
こ
と
に
加
え
て
、
戦
争
を
指
揮
し
た
防
衛
軍
の
総
責
任
者
で
あ
る
僧
格
林
沁
の
戦
術
の
ミ
ス
が
重
な
っ
て
、
咸
豊

皇
帝
が
抗
戦
か
講
和
か
定
見
が
な
く
動
揺
し
て
い
る
間
、
連
合
軍
が
首
都
ま
で
侵
入
し
、
政
府
に
厳
し
い
条
件
を
突
き
つ
け
、
完
全
に

協
力
す
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
た
。
こ
れ
で
、政
府
は
列
強
を
排
除
し
よ
う
と
望
ん
で
も
身
動
き
が
で
き
な
い
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。

第
三
に
、
戦
争
に
勝
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
分
た
ち
の
条
件
を
呑
ん
だ
清
国
政
府
に
対
し
、
内
乱
の
鎮
圧
に
協
力
す
る
と

進
ん
で
申
し
出
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
清
国
政
府
は
、
申
し
出
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
自
ら
の
力
で
国
内
反
乱
も
治
め
る
こ
と
の
で
き

な
い
と
無
能
な
政
府
だ
と
軽
蔑
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
断
れ
ば
彼
ら
が
反
乱
軍
の
方
に
転
ず
る
惧
れ
も
あ
る
と
判
断
し
、
両
国
の
協
力
を
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得
て
農
民
の
反
乱
を
鎮
圧
し
、
こ
れ
を
契
機
に
列
強
の
戦
術
や
新
し
い
銃
砲
の
使
い
方
及
び
製
造
技
術
を
学
ん
で
、
軍
事
力
を
強
化
し

よ
う
と
い
う
一
石
二
鳥
の
政
策
を
採
択
し
た
。

　

ま
た
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
が
終
わ
り
、
条
約
が
締
結
し
て
か
ら
、
北
方
で
は
、
断
続
的
に
捻
軍
の
蜂
起
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
起
こ

る
の
み
で
、
南
方
の
太
平
天
国
の
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た
軍
事
勢
力
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
列
強
か
ら
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
首
都

や
周
辺
地
域
の
防
衛
は
ま
だ
急
務
と
認
め
ら
れ
ず
、
首
都
の
軍
隊
の
整
備
を
行
う
と
自
分
た
ち
が
標
的
に
さ
れ
る
惧
れ
が
あ
る
。
列
強

は
政
府
の
京
畿
八
旗
軍
の
武
器
装
備
の
強
化
を
認
め
ず
、
政
府
の
武
器
装
備
の
強
化
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
内
戦
鎮
圧
の
協
力
も
得
ら
れ

な
く
な
る
可
能
性
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
政
府
は
な
る
べ
く
列
強
に
知
ら
れ
な
い
ま
ま
、
西
洋
の
戦
術
や
兵
器
製
造
技
術
を
習
得
し
、

政
権
の
安
定
を
保
と
う
と
し
た
。
政
府
の
こ
う
し
た
狙
い
が
も
っ
と
も
表
れ
て
い
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

　
「
現
在
江
蘇
、浙
江
省
で
は
ま
だ
戦
争
が
継
続
し
て
い
る
の
で
、製
造
を
学
習
し
て
反
乱
軍
を
鎮
圧
す
る
と
い
う
名
目
に
す
れ
ば
、

気
づ
か
れ
な
い
で
済
む
。
も
し
反
乱
が
平
定
さ
れ
て
か
ら
製
造
を
学
ぼ
う
と
す
る
と
、
西
洋
の
職
人
が
高
い
賃
金
を
求
め
て
雇
わ

れ
て
も
、
外
国
の
官
僚
が
そ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
は
必
然
的
に
起
こ
る
。
そ
こ
で
、
南
の
各
省
で
軍
事
力
が
強
く
な
り
、
外
国
人

も
そ
れ
を
応
援
し
て
い
る
と
き
こ
そ
、
西
洋
の
各
種
の
機
械
や
火
器
の
技
術
を
一
生
懸
命
学
習
し
、
そ
の
秘
訣
を
掌
握
し
有
事
の

と
き
は
外
敵
を
撃
退
し
、
平
時
は
国
威
を
示
す
」（
15
）

　

清
国
政
府
は
、
江
南
地
域
の
農
民
反
乱
が
ま
だ
治
ま
っ
て
い
な
い
国
内
情
勢
を
見
据
え
、
列
強
が
清
国
で
の
利
益
を
守
る
た
め
積
極

的
に
清
国
に
協
力
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
利
用
し
、
軍
事
強
化
を
疑
わ
れ
ず
に
軍
隊
を
整
備
し
、
西
洋
の
軍
器
を
作
る
工
業
技
術
を
習
得
し

よ
う
と
計
画
し
た
。
ま
た
、
清
国
政
府
は
、
中
央
に
外
交
と
通
商
を
取
り
扱
う
専
門
機
関
で
あ
る
総
理
各
国
事
務
衙
門
を
新
た
に
設
立

し
、
対
外
事
務
を
本
格
化
さ
せ
、
国
内
安
全
と
国
際
平
和
を
維
持
す
る
た
め
、
列
強
の
協
力
を
得
て
軍
隊
の
洋
式
訓
練
を
行
な
う
と
同
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時
に
西
洋
の
近
代
兵
器
を
輸
入
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
国
産
化
に
も
努
め
、
軍
隊
を
建
て
直
し
、
国
防
を
強
化
す
る
軍
事
近
代
化
の
道

を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。

3
　
正
規
軍
と
勇
営
の
洋
式
訓
練

　

第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
で
敗
北
し
た
清
国
政
府
は
、
正
規
軍
の
兵
器
や
作
戦
方
法
が
近
代
兵
器
で
武
装
さ
れ
た
西
洋
の
軍
隊
よ
り
著
し

く
劣
っ
て
い
る
情
況
を
憂
慮
し
、
正
規
軍
と
、
農
民
の
反
乱
軍
と
戦
っ
て
い
た
湘
軍
、
淮
軍
の
戦
闘
力
を
強
化
す
る
た
め
に
、
西
洋
の

近
代
火
器
を
導
入
し
、
洋
式
訓
練
方
法
を
採
り
入
れ
た
。

　

本
章
で
は
、
一
八
六
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
清
国
軍
の
洋
式
訓
練
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
る
。

3.1
　
清
国
の
兵
力
と
軍
制

　

軍
隊
の
洋
式
訓
練
の
情
況
を
見
る
前
に
、
ま
ず
清
国
の
従
来
の
軍
隊
組
織
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

　

清
咸
丰
元
年
（
一
八
五
一
年
）
に
太
平
天
国
の
反
乱
が
起
こ
る
前
は
、清
国
の
正
規
軍
に
は
八
旗
軍
と
緑
営
軍
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。

　

八
旗
軍
と
い
う
の
は
、
清
の
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
が
女
真
族
の
部
族
た
ち
を
統
一
し
、
明
国
と
戦
っ
て
い
た
と
き
に
、
部
族
の
狩
猟
の
際

に
使
っ
て
い
た
臨
時
武
装
組
織
を
基
礎
に
、
黄
、
白
、
赤
、
青
四
色
の
旗
、
さ
ら
に
鑲
黄
、
鑲
白
、
鑲
赤
、
鑲
青
の
四
種
類
の
旗
を
加

え
て
、
合
わ
せ
て
八
つ
の
旗
色
で
分
け
て
組
織
さ
れ
た
軍
隊
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
に
モ
ン
ゴ
ル
を
支
配
下
に
治
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
モ

ン
ゴ
ル
八
旗
軍
、
そ
し
て
長
城
か
ら
南
の
漢
民
族
の
一
部
を
征
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漢
軍
八
旗
も
組
織
さ
れ
、
段
々
と
そ
の
兵
力
も
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規
模
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　

八
旗
軍
は
、
牛
彔
（
ニ
ュ
ー
ロ
）、
甲
喇
（
ジ
ャ
ラ
ー
）、
固
山
（
グ
サ
ン
）
の
三
つ
の
単
位
で
編
制
さ
れ
、
一
牛
彔
に
は
三
〇
〇
人
、

佐
領
一
名
を
配
置
す
る
。
五
つ
の
牛
彔
が
一
、五
〇
〇
人
の
一
甲
喇
を
合
成
し
、
参
領
一
人
を
配
置
す
る
。
五
つ
の
甲
喇
が
七
、五
〇
〇

人
の
一
固
山
を
合
成
し
、
都
統
一
名
、
副
都
統
二
名
を
配
置
す
る
。
初
期
の
八
旗
は
、
軍
政
と
行
政
、
兵
士
と
民
、
耕
作
と
戦
闘
を
併

せ
持
っ
た
性
格
の
組
織
で
あ
っ
た
。
一
六
四
四
年
清
軍
は
、
明
国
の
首
都
北
京
を
占
領
し
た
後
、
広
い
国
土
を
支
配
す
る
た
め
、
八
旗

軍
を
常
備
兵
制
と
し
、
八
旗
内
の
十
六
歳
以
上
の
男
子
の
中
か
ら
た
く
ま
し
い
者
を
選
び
出
し
、
ま
た
そ
の
中
か
ら
一
部
を
選
抜
し
、

軍
籍
に
入
れ
、
佐
領
の
下
で
営
を
単
位
に
訓
練
さ
せ
て
、
正
式
の
兵
員
―
―
額
兵
と
随
従
（
士
官
に
仕
え
る
軍
人
）
に
す
る
。
そ
し
て

残
り
の
者
と
十
六
歳
未
満
の
青
少
年
の
中
か
ら
「
養
育
兵
」
を
選
び
、
予
備
役
に
編
入
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

八
旗
軍
は
騎
兵
を
中
心
と
し
、
歩
兵
を
合
わ
せ
持
っ
た
軍
隊
で
あ
る
。
兵
器
は
ほ
と
ん
ど
白
兵
器
（
刀
や
鉾
な
ど
）
で
あ
っ
た
が
、

一
六
三
一
年
か
ら
砲
兵
を
組
織
し
、
佛
郎
機
砲
、
紅
夷
（
衣
）
砲
と
神
機
砲
を
配
備
し
た
。
一
六
九
一
年
に
火
器
営
を
設
置
し
、
砲
営

に
は
子
母
砲
と
銃
営
に
は
鳥
槍
（
火
縄
銃
）
を
配
備
し
た
。
一
七
四
九
年
に
は
攻
城
兵
と
し
て
健
鋭
営
を
創
設
し
た
。

　

八
旗
軍
も
そ
の
役
割
に
よ
っ
て
禁
旅
八
旗
と
駐
防
八
旗
と
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
お
よ
そ
十
万
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
禁
旅
八

旗
軍
は
北
京
及
び
周
辺
地
域
に
駐
屯
す
る
。
駐
防
軍
は
四
つ
に
分
か
れ
、
全
国
各
地
に
分
布
し
て
い
る
。

　

一
つ
め
は
、満
州
族
の
発
祥
の
地
、黒
竜
江
、吉
林
、盛
京
（
今
の
遼
寧
省
）
の
東
北
三
将
軍
の
管
轄
地
を
守
る
軍
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、

北
方
の
モ
ン
ゴ
ル
を
監
視
し
、
京
師
す
な
わ
ち
首
都
を
守
る
軍
で
あ
る
。
そ
れ
が
チ
ャ
ー
ハ
ル
、
熱
河
の
両
都
統
及
び
密
雲
、
山
海
関

の
両
副
都
統
に
よ
っ
て
管
轄
さ
れ
る
。
三
つ
め
は
、
北
西
の
辺
境
地
区
を
守
る
。
そ
れ
が
ウ
リ
ヤ
ス
タ
イ
（
今
の
モ
ン
ゴ
ル
国
の
ジ
ブ

ハ
ラ
ン
ト
）、
コ
ブ
ト
（
今
の
モ
ン
ゴ
ル
国
の
ジ
ェ
ル
ガ
ラ
ン
ト
）、
綏
遠
城
（
今
の
フ
フ
ホ
ト
）、
イ
リ
（
今
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治

区
の
霍
城
県
の
境
内
）、
ウ
ル
ム
チ
、
カ
シ
カ
ル
な
ど
の
地
域
を
含
む
。
そ
し
て
四
つ
め
は
、
内
地
の
各
行
省
を
監
視
す
る
役
割
を
担

う
軍
隊
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
広
州
、
福
州
、
江
寧
（
今
の
南
京
）、
荊
州
、
成
都
、
寧
夏
の
六
つ
の
将
軍
及
び
京
口
（
今
の
鎮
江
）、
乍
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浦
、
青
洲
（
今
の
山
東
省
の
益
都
）、
涼
州
（
今
の
甘
粛
省
の
武
威
）、
西
安
の
左
翼
右
翼
な
ど
六
つ
の
副
都
統
に
管
轄
さ
れ
る
（
16
）。

　

緑
営
軍
と
は
、
明
国
軍
の
軍
隊
組
織
を
基
礎
に
組
織
さ
れ
た
部
隊
で
あ
る
。
そ
れ
が
使
っ
て
い
た
旗
の
色
が
緑
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ

に
営
を
基
本
単
位
に
し
て
い
た
た
め
、
緑
営
軍
と
呼
ば
れ
た
。
中
央
で
は
京
師
（
北
京
）
に
五
営
が
配
置
さ
れ
た
ほ
か
、
各
省
に
も
駐

屯
し
た
。
そ
れ
が
総
督
、
巡
撫
、
提
督
、
総
兵
ら
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
。
彼
ら
直
轄
兵
を
そ
れ
ぞ
れ
督
標
、
撫
標
、
提
標
、
鎮
標
と

呼
ぶ
。
標
の
下
に
二
～
五
営
を
設
置
し
、
集
中
的
に
守
護
す
る
。
戦
時
に
は
機
動
力
と
し
て
動
く
。
ま
た
副
将
が
統
轄
す
る
軍
を
協
と

呼
び
、
戦
略
要
地
を
守
る
。
参
将
、
遊
撃
、
都
司
、
守
備
な
ど
が
統
帥
す
る
部
隊
を
営
と
呼
び
、
各
地
の
城
関
を
守
る
。
千
総
、
把
総

が
管
轄
す
る
軍
隊
を
汛
と
呼
び
、
数
人
か
ら
数
十
人
が
い
て
、
道
路
や
辺
境
地
に
分
散
配
置
さ
れ
た
。
緑
営
軍
は
馬
兵
、
歩
兵
、
守
兵

の
混
成
軍
で
あ
り
、
兵
器
は
白
兵
器
の
ほ
か
鳥
銃
、
抬
銃
（
17
）、
火
砲
な
ど
の
火
器
も
配
備
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
巨
大
な
軍
隊
組
織
や
莫
大
な
数
の
兵
員
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
の
農
民
の
武
装
蜂
起
に
は
必
ず
当
地
の

農
民
の
中
か
ら
兵
力
を
募
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
勇
兵
を
臨
時
的
に
組
織
し
、
短
時
間
の
訓
練
を
施
し
た
の
み
で
鎮
圧
に
当
た
ら
せ
た
。

こ
れ
が
乾
隆
皇
帝
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
有
事
に
対
応
す
る
軍
制
で
あ
り
、
一
種
の
臨
時
機
動
隊
制
と
し
て
次
第
に
定
着
し
て
ゆ
く
。

　

こ
う
し
た
傭
兵
は
、
地
方
の
官
僚
や
国
家
の
出
資
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
た
め
、
戦
争
が
長
引
く
と
そ
の
財
政
上
の
負
担
が
重

荷
と
な
り
国
家
財
政
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
財
政
上
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
ら
す
ぐ
に
部
隊

を
解
散
し
、
兵
士
を
帰
郷
さ
せ
る
、
ま
さ
に
兵
隊
の
使
い
捨
て
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
経
済
的
に
得
策
で
あ
っ
て
も
、
近
代
の
火
砲
や
兵
器
を
操
っ
た
戦
闘
力
の
強
い
兵
隊
を
育
て
、
平
素
か
ら
国
内
の
安
定
や

国
家
の
安
全
を
守
る
た
め
の
兵
力
を
維
持
す
る
に
は
不
利
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
故
郷
に
帰
っ
た
後
、
こ
う
し
た
兵
士
が
反
乱
軍
に
吸
収

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
か
え
っ
て
社
会
の
不
安
定
要
因
に
も
な
る
惧
れ
も
あ
っ
た
。
一
八
五
〇
、六
〇
年
代
に
は
、
組
織
さ
れ
た

勇
兵
を
前
の
時
代
と
同
様
に
戦
事
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
す
べ
て
を
解
散
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
曽
国
藩
の
湘
軍
、
李

鴻
章
の
淮
軍
は
、
郷
勇
で
あ
り
な
が
ら
、
国
防
を
強
化
し
て
い
た
時
期
に
あ
っ
た
た
め
洋
式
軍
隊
管
理
制
度
を
取
り
入
れ
、
従
来
の
郷
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勇
と
は
異
な
っ
て
、
正
規
軍
の
補
助
隊
と
し
て
存
続
さ
れ
た
。

3.2
　
八
旗
、
緑
営
の
洋
式
訓
練

3.2.1
　
八
旗
軍
の
京
畿
三
営
及
び
天
津
海
防
軍
の
洋
式
訓
練

　

咸
丰
十
年
（
一
八
六
一
年
）
一
二
月
二
十
四
日
、
奕
訢
、
文
祥
ら
が
「
根
源
と
な
る
べ
き
政
策
は
軍
事
を
強
化
す
る
、
軍
事
を
強
化

す
る
に
は
軍
隊
の
訓
練
か
ら
始
ま
る
。
…
…
平
素
、
強
い
と
見
ら
れ
た
八
旗
禁
軍
［
首
都
周
辺
を
守
る
軍
隊
］
が
最
近
の
戦
争
で
役
に

立
た
な
い
の
は
兵
力
の
問
題
で
は
な
く
、
勇
気
と
見
識
が
優
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
も
し
火
器
を
使
っ
た
作
戦
方
法
を
習
い
、
訓
練
を

行
え
ば
、
戦
時
に
怯
え
な
い
精
鋭
部
隊
に
な
る
は
ず
で
あ
る
」（
18
）
と
し
て
、
京
畿
八
旗
軍
の
問
題
は
火
器
を
使
っ
た
訓
練
が
足
り
な

い
た
め
近
代
火
薬
兵
器
で
装
備
さ
れ
た
英
仏
軍
に
立
ち
向
う
勇
気
が
沸
か
な
い
と
指
摘
し
、
国
家
の
威
信
を
取
り
戻
し
、
長
期
的
な
国

家
の
安
全
を
保
つ
に
は
、
火
薬
兵
器
に
熟
練
し
た
精
兵
を
創
る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
と
皇
帝
に
建
言
し
た
。

　

そ
し
て
、
清
国
政
府
が
ロ
シ
ア
か
ら
の
近
代
銃
砲
の
入
手
や
、
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
の
指
導
を
受
け
て
銃
砲
を
造
る
こ
と
が
ま
だ
実
行

に
移
さ
れ
て
い
な
い
状
況
下
で
、
捻
軍
も
北
上
す
る
気
配
を
見
せ
て
い
た
た
め
、
優
れ
た
兵
器
の
練
習
が
急
務
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換

え
れ
ば
、
練
習
を
十
分
に
行
い
、
兵
器
を
使
い
こ
な
せ
る
熟
練
し
た
兵
隊
を
創
れ
ば
兵
器
の
威
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
、
軍
隊
の
戦
闘

力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
ま
ず
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
で
英
仏
連
合
軍
と
戦
っ
た
と
き
に
、
敵
軍
の
兵
力
に

大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
清
国
特
有
の
銃
、
抬
槍
（
銃
）
を
増
産
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
京
畿
八
旗
軍
の
火
器
営
な
ど
銃
砲
専
門
の
部

隊
が
訓
練
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
銃
砲
隊
の
予
備
軍
と
し
て
、
弓
矢
を
使
っ
て
い
た
騎
兵
隊
に
も
す
べ
て
銃
砲
の
使
用
を
練
習
さ
せ
、

京
畿
八
旗
軍
の
戦
闘
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
努
め
た
（
19
）。
当
時
、
ロ
シ
ア
が
東
北
で
国
境
地
帯
に
勢
力
を
拡
大
し
て
お
り
、
国
土
が



— 176 —

蝕
ま
れ
て
い
た
た
め
、
東
三
省
の
辺
境
防
衛
軍
に
も
抬
銃
の
訓
練
を
さ
せ
、
防
衛
力
を
強
化
し
た
（
20
）。

　
一
八
六
二
年
二
月
、「
技
芸
を
学
ぶ
と
同
時
に
海
防
を
強
化
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
外
国
の
作
戦
技
術
を
学
び
、
海
防
を
強
化
し
、

首
都
の
安
全
を
守
る
目
的
で
、
清
国
政
府
は
火
器
営
、
健
鋭
営
と
円
明
園
八
旗
軍
の
中
か
ら
兵
員
一
二
〇
名
、
章
京
六
名
を
選
出
し
、

天
津
へ
派
遣
し
、
銃
砲
の
操
縦
方
法
と
陣
法
を
訓
練
さ
せ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
士
官
の
斯
得
弗
力
ら
が
教
習
に
な
っ
た
。
三
口
通
商
大

臣
の
崇
厚
は
天
津
に
来
た
兵
士
の
中
か
ら
十
一
名
を
選
び
、
軍
隊
を
率
い
る
軍
官
と
し
、
残
り
の
兵
士
の
中
か
ら
一
〇
八
名
を
選
び
、

十
二
名
を
一
隊
に
し
、
そ
の
内
の
六
隊
に
銃
を
、
三
隊
に
砲
を
毎
日
二
回
練
習
さ
せ
た
。
残
り
の
七
名
は
一
隊
に
組
織
で
き
な
い
た
め
、

交
代
さ
せ
て
銃
砲
の
練
習
を
さ
せ
た
（
21
）。

　

そ
し
て
、
斯
得
弗
力
は
、
要
地
を
守
る
に
は
北
京
か
ら
の
兵
士
の
人
数
で
は
少
な
い
と
し
、
一
二
〇
名
の
追
加
派
遣
を
崇
厚
に
要
求

し
た
。
そ
こ
で
崇
厚
は
、
天
津
の
大
沽
協
兵
の
中
か
ら
一
二
〇
名
を
送
っ
て
共
同
練
習
を
さ
せ
た
。
ま
た
、
斯
得
弗
力
は
イ
ギ
リ
ス
の

軍
隊
の
一
営
は
四
八
〇
人
か
ら
な
り
、
将
来
こ
れ
が
独
立
し
て
ほ
か
の
部
隊
の
訓
練
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
増
員
を
要
望
し
、

崇
厚
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
天
津
の
大
沽
協
兵
の
中
か
ら
三
六
〇
名
、
天
津
の
鎮
標
の
馬
兵
隊
か
ら
一
二
〇
名
を
選
び
、
砲
の
練
習

を
さ
せ
た
（
22
）。
し
か
し
、
斯
得
弗
力
は
、
強
い
軍
隊
を
創
る
に
は
、
兵
士
は
多
い
場
合
に
は
一
万
人
、
少
な
く
と
も
五
、〇
〇
〇
人
、

三
十
歳
以
下
の
武
官
が
三
十
五
名
必
要
で
あ
る
と
建
言
し
た
（
23
）。

　

し
か
し
、
当
時
、
天
津
か
ら
こ
れ
だ
け
の
人
数
を
集
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
（
24
）。
そ
し
て
、
崇
厚
は
イ
ギ
リ
ス
の
軍
制
に
倣
い
、

軍
隊
の
人
数
を
一
営
に
す
る
た
め
、
北
京
の
八
旗
漢
軍
の
な
か
か
ら
三
六
〇
名
を
派
遣
す
る
よ
う
政
府
に
要
求
し
た
。
崇
厚
は
ま
た
天

津
の
大
沽
協
兵
の
中
か
ら
五
〇
〇
名
、
ま
た
、
前
に
天
津
の
鎮
標
か
ら
選
ん
で
銃
砲
の
練
習
を
さ
せ
て
い
た
五
〇
〇
名
の
兵
士
の
中
か

ら
一
二
〇
名
を
選
び
、
合
わ
せ
て
六
二
〇
名
を
、
北
京
か
ら
派
遣
さ
れ
た
兵
士
た
ち
と
と
も
に
大
沽
へ
移
し
、
西
洋
の
銃
砲
の
練
習
を

さ
せ
た
。
五
月
に
京
営
の
八
旗
漢
軍
の
中
か
ら
三
七
六
人
の
兵
士
が
選
ば
れ
、
天
津
へ
派
遣
さ
れ
て
前
回
に
派
遣
さ
れ
た
兵
士
た
ち
と

一
緒
に
大
沽
で
訓
練
し
た
（
25
）。
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練
習
に
は
天
寧
寺
に
い
た
勝
保
の
軍
隊
が
残
し
た
三
つ
の
洋
砲
に
砲
架
を
つ
け
て
練
習
用
に
し
た
。
ま
た
、
天
津
駐
在
し
て
い
た
イ

ギ
リ
ス
軍
の
銃
や
火
薬
、
弾
丸
な
ど
を
借
り
た
り
、
買
っ
た
り
し
て
使
っ
て
い
た
。
後
に
、
ロ
シ
ア
か
ら
支
援
し
た
銃
が
届
く
と
そ
れ

に
変
え
た
。
ま
た
崇
厚
は
、イ
ギ
リ
ス
の
砲
の
教
習
の
堅
亜
墨
得
と
協
力
し
て
、イ
ギ
リ
ス
の
強
い
炸
砲
（
榴
弾
砲
）、炸
砲
子
（
榴
弾
）、

鳥
槍
致
遠
子
（
銃
弾
）
及
び
ロ
シ
ア
の
群
子
砲
と
群
砲
子
を
模
造
し
て
使
っ
た
（
26
）。
一
八
六
四
年
に
訓
練
を
終
え
た
官
兵
が
北
京
へ

戻
り
、
一
八
六
一
年
に
組
織
さ
れ
た
神
機
営
に
入
り
、
火
器
営
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
官
兵
を
合
わ
せ
て
「
威
遠
隊
」
が
編
成
さ
れ
た
。

ま
た
、
神
機
営
の
威
遠
隊
か
ら
官
兵
五
一
二
名
を
天
津
へ
派
遣
し
、
洋
式
騎
兵
隊
の
練
習
を
さ
せ
た
（
27
）。

3.2.2
　
沿
海
各
省
の
八
旗
、
緑
営
軍
の
洋
式
訓
練

　

各
省
の
八
旗
緑
営
軍
の
洋
式
訓
練
は
、
同
治
元
年
（
一
八
六
二
年
）
二
月
、
天
津
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
が
北
京
か
ら
派
遣
さ
れ
た
兵

員
の
訓
練
と
同
時
に
行
わ
れ
、
訓
練
さ
れ
た
新
し
い
兵
隊
は
防
衛
軍
と
し
て
天
津
の
周
辺
の
要
地
に
配
置
さ
れ
た
。
太
平
天
国
の
反
乱

軍
が
沿
海
地
域
へ
広
が
り
を
見
せ
る
と
、
政
府
は
沿
海
各
省
の
正
規
軍
に
も
洋
式
訓
練
を
行
い
、
精
鋭
部
隊
を
創
り
、
軍
隊
の
戦
闘
力

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
各
戦
地
の
地
方
官
僚
に
命
じ
た
。
六
月
の
奕
訢
ら
の
上
奏
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
使
卜
鲁
斯
ら
は
、
正
規

軍
の
洋
式
訓
練
を
指
導
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
南
の
各
開
港
場
で
歩
兵
や
火
器
営
を
組
織
し
、
商
業
地
を
守
る
な
ど
清
国
政
府
の
内
乱

鎮
圧
に
協
力
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
が
財
政
上
で
は
無
理
で
あ
っ
た
た
め
、
政
府
は
南
の
各
開
港
地
で
も
天
津
を
模
範
と
し
て
、
新
し
い
軍
隊
を
創
る
の

で
は
な
く
、
正
規
軍
の
中
か
ら
兵
士
を
選
び
洋
式
訓
練
を
さ
せ
る
ほ
う
が
得
策
だ
と
決
め
た
。
そ
こ
で
、
天
津
の
訓
練
規
定
を
江
蘇
省

と
福
建
省
の
督
撫
、
将
軍
ら
に
送
り
、
当
地
の
経
費
が
ま
か
な
え
る
程
度
で
な
る
べ
く
早
く
軍
隊
の
訓
練
規
定
を
作
り
、
天
津
の
訓
練

方
法
で
上
海
や
福
建
で
正
規
軍
の
洋
式
訓
練
を
行
う
よ
う
に
命
じ
た
（
28
）。
九
月
の
奕
訢
ら
の
上
奏
に
は
、
外
国
の
仕
官
の
も
と
で
兵
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士
に
洋
式
訓
練
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
戦
争
に
参
加
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
新
し
く
訓
練
さ
れ
た
兵
隊
を
指
揮
す
る
、
自
国
の

軍
官
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
自
国
軍
の
指
揮
権
を
外
国
人
教
習
の
手
に
渡
さ
な
い
た
め
、「
練
兵
に
は
練
将
が
先
で
あ
る
」（
29
）
と
兵
士
に
洋
式
訓
練
を
さ

せ
る
前
に
士
官
に
訓
練
さ
せ
、
作
戦
要
領
を
身
に
つ
け
た
も
の
は
、
西
洋
の
教
習
の
下
で
訓
練
を
受
け
た
正
規
軍
の
兵
士
を
指
揮
す
る

と
い
う
方
針
で
、
曽
国
藩
、
薛
煥
、
李
鴻
章
、
左
宗
堂
ら
に
命
じ
、
都
司
以
下
の
武
官
か
ら
一
二
〇
名
を
選
び
、
上
海
、
寧
波
の
外
国

の
教
習
に
兵
法
を
習
わ
せ
、
習
得
で
き
た
武
官
が
軍
隊
に
戻
り
、
西
洋
の
兵
法
を
伝
授
し
、
ま
た
同
じ
く
洋
式
訓
練
を
受
け
た
兵
士
を

指
揮
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
（
30
）。

　

そ
の
う
え
、
福
建
省
の
文
清
、
耆
齢
、
徐
宗
幹
と
広
東
省
の
穆
克
徳
訥
、
劉
長
佑
、
黄
賛
湯
ら
に
、
八
旗
、
緑
営
の
中
か
ら
兵
員
を

選
び
、
天
津
な
ど
の
開
港
地
で
訓
練
さ
せ
る
と
同
時
に
元
の
軍
隊
に
残
っ
た
兵
士
に
は
中
国
兵
法
の
訓
練
を
さ
せ
る
こ
と
に
力
を
入
れ

る
よ
う
に
命
じ
た
（
31
）。  

　

同
治
元
年
（
一
八
六
三
年
）
八
月
か
ら
両
広
総
督
労
崇
光
は
、
広
州
で
駐
屯
し
て
い
た
満
、
漢
八
旗
軍
の
中
か
ら
二
〇
〇
名
を
選
び
、

ま
た
督
撫
提
三
標
及
び
広
州
の
協
兵
の
中
か
ら
合
わ
せ
て
二
五
〇
名
の
兵
士
を
選
び
、イ
ギ
リ
ス
の
教
官
の
元
で
洋
式
訓
練
を
始
め
た
。

九
月
に
政
府
が
下
ろ
し
た
指
示
に
よ
り
、
十
一
月
か
ら
緑
営
の
各
標
軍
の
中
か
ら
都
司
以
下
の
武
官
十
一
名
を
派
遣
し
、
共
同
練
習
を

さ
せ
た
（
32
）。

　
十
二
月
に
臨
時
両
広
総
督
晏
端
と
広
州
の
将
軍
穆
克
徳
訥
ら
が
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
羅
伯
遜
の
建
言
に
よ
り
、
満
漢
八
旗
軍
か
ら
官
兵

一
〇
二
名
、
緑
営
軍
か
ら
官
兵
三
二
〇
名
を
選
び
、
練
習
員
に
追
加
で
広
州
に
派
遣
し
た
（
33
）。
同
じ
一
二 

月
に
フ
ラ
ン
ス
の
武
官
一

名
、
兵
士
一
五
名
が
広
州
に
到
着
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
く
軍
隊
の
洋
式
訓
練
を
実
施
し
、
同
治
三
年
（
一
八
六
四
年
）
六
月
ま
で
行

わ
れ
、
彼
ら
は
帰
国
し
た
。
同
治
五
年
（
一
八
六
六
年
）
二
月
十
八
日
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
教
官
は
帰
国
し
た
。
そ
の
時
点
で
、
も
と
の

軍
隊
に
帰
っ
た
も
の
を
除
い
て
、
兵
隊
と
し
て
八
九
五
人
が
西
洋
式
の
訓
練
を
受
け
て
い
た
。
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福
建
省
は
、
広
東
省
に
比
べ
て
や
や
時
期
を
後
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
教
習
か
ら
八
旗
緑
営
の
官
兵
の
一
、〇
〇
〇
名

に
洋
式
訓
練
を
行
な
っ
た
。
そ
れ
が
同
治
四
年
（
一
八
六
五
年
）
四
月
か
ら
五
年
（
一
八
六
六
年
）
三
月
の
間
、
反
乱
を
鎮
圧
す
る
任

務
を
終
え
、
も
と
の
軍
隊
に
戻
さ
れ
た
（
34
）。

3.2.3
　
緑
営
軍
の
兵
制
改
革
と
訓
練

　

一
八
六
三
年
六
月
、
直
隷
総
督
劉
長
佑
は
、
湘
軍
の
兵
制
を
見
本
に
直
隷
の
緑
営
軍
に
改
革
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
直
隷
の
四
万
人

の
緑
営
軍
か
ら
歩
兵
一
二
、五
〇
〇
万
人
、
騎
馬
兵
二
、五
〇
〇
人
を
選
び
、
前
後
左
右
中
五
つ
の
軍
を
組
織
し
た
。
ま
た
勇
兵
五
、

〇
〇
〇
人
を
募
り
、
こ
れ
を
二
つ
の
軍
に
分
け
、
全
部
で
七
つ
の
軍
を
創
り
、
集
中
訓
練
さ
せ
、
戦
略
要
所
に
配
置
し
た
。
こ
れ
を
練

軍
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
こ
れ
に
四
十
万
両
の
軍
費
を
費
や
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
額
の
割
に
は
、
首
都
の
安
全
を
守
る
役
割
を
充
分
に

果
た
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
35
）。

　

そ
こ
で
、
同
治
五
年
（
一
八
六
六
年
）、
政
府
は
首
都
周
辺
の
防
衛
力
を
強
化
す
る
た
め
、
練
兵
規
定
十
七
条
を
頒
布
し
、
緑
営
軍

の
中
か
ら
兵
士
を
一
五
、〇
〇
〇 

人
を
選
び
、
も
と
の
七
つ
の
軍
を
六
つ
の
軍
に
変
え
、
歩
兵
隊
二
、〇
〇
〇
人
、
騎
兵
隊
五
〇
〇
人

を
一
軍
と
し
、
遵
化
な
ど
の
各
要
所
で
駐
屯
さ
せ
、
直
隷
の
総
督
に
管
轄
さ
せ
た
。
後
に
曽
国
藩
が
直
隷
総
督
に
な
っ
た
時
、
こ
の
軍

隊
の
編
制
に
修
正
を
行
っ
た
。

　

そ
し
て
、
全
国
の
各
省
で
は
、
こ
の
直
隷
省
の
よ
う
に
湘
軍
の
組
織
規
定
を
取
り
入
れ
た
軍
隊
が
組
織
さ
れ
、
全
国
各
地
の
戦
略
要

地
に
駐
屯
さ
せ
、
防
衛
の
任
務
を
負
っ
た
（
36
）。
こ
う
し
て
、
湘
、
淮
軍
の
編
制
が
一
八
六
〇
年
代
後
半
か
ら
全
国
各
省
の
軍
隊
の
訓

練
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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3.3
　
湘
、
淮
勇
営
の
出
現
と
洋
式
訓
練

3.3.1
　
湘
軍
に
つ
い
て

　

清
国
政
府
は
太
平
天
国
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
正
規
軍
の
援
軍
と
し
て
、
戦
闘
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
の
周
辺
の
各
省
に
臨
時
団
練
を

す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
曽
国
藩
が
彼
の
郷
里
の
湖
南
省
で
兵
士
を
募
り
、
一
八
五
三
年
一
月
に
組
織
し
た
正
規
軍

に
近
い
、
陸
師
と
水
師
が
そ
れ
ぞ
れ
十
営
を
も
つ
、
一
七
、〇
〇
〇
人
く
ら
い
の
兵
士
で
構
成
さ
れ
る
軍
隊
組
織
を
作
り
あ
げ
た
。
こ

れ
が
い
わ
ゆ
る
湘
軍
（
ま
た
湘
勇
）
で
あ
る
。

　

そ
の
中
の
陸
師
の
編
制
は
営
を
作
戦
単
位
と
し
、
一
つ
の
営
に
は
新
兵
六
隊
に
前
、
後
、
左
、
右
四
哨
、
哨
の
下
に
八
隊
、
隊
に

は
什
長
一
名
、
伙
勇
一
名
、
正
勇
十
名
を
設
置
、
全
営
に
は
営
官
一
人
、
哨
官
四
人
、
哨
長
四
人
、
什
長
三
十
八
人
、
護
勇
と
正
勇

四
一
六
人
、
伙
勇
四
十
二
人
、
全
部
で
五
〇
五
人
が
い
る
。
そ
の
配
置
状
況
は
、
新
兵
の
六
隊
の
中
、
一
、三
隊
が
劈
山
砲
（
旧
式
の

前
込
め
滑
膛
砲
）、
二
、四
、六
隊
が
白
兵
器
（
刀
と
矛
な
ど
）、
五
隊
に
は
鳥
銃
を
配
分
し
た
。
一
哨
に
は
八
隊
が
あ
り
、
一
、五
隊
に

は
抬
銃
、
二
、四
、六
、八
隊
に
は
刀
矛
、
三
、七
隊
に
は
鳥
銃
を
そ
れ
ぞ
れ
配
分
し
た
。

　

す
べ
て
の
営
に
は
十
九
の
銃
砲
隊
（
う
ち
劈
山
砲
二
隊
、
抬
銃
八
隊
、
鳥
銃
九
隊
）、
刀
矛
十
九
隊
と
、
残
り
を
白
兵
器
と
火
器
が

半
分
ず
つ
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
が
作
戦
実
行
に
有
利
な
組
織
管
理
体
制
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

湘
軍
水
師
は
、
一
八
五
四
年
に
組
織
さ
れ
、
国
内
で
造
ら
れ
た
船
舶
と
刀
矛
な
ど
の
白
兵
器
以
外
に
、
旧
来
の
も
の
を
改
良
し
た
火

縄
銃
、
火
砲
で
軍
隊
を
装
備
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
、
両
広
総
督
叶
名
琛
に
頼
ん
で
、
近
代
洋
式
銃
砲
も
購
入
し
て
使
っ
て
い
た
。

一
八
六
二
年
三
月
、
曽
国
藩
が
「
今
の
と
こ
ろ
、
長
江
の
水
師
は
彭
玉
麟
、
楊
載
福
ら
に
統
帥
さ
れ
て
い
る
。
船
は
千
余
、
砲
は
二
、

三
千
く
ら
い
あ
る
。
そ
れ
が
逐
年
集
め
て
き
た
か
ら
こ
う
い
う
規
模
に
な
っ
た
。
将
来
戦
争
が
終
わ
っ
た
ら
、
強
い
兵
器
を
波
に
放
り
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込
ま
ず
、
精
鋭
部
隊
を
廃
止
せ
ず
、
安
置
す
る
場
所
を
設
け
、
こ
の
水
師
を
置
く
こ
と
は
長
江
沿
い
の
防
衛
を
強
化
し
、
内
外
か
ら
の

狙
い
を
絶
つ
こ
と
が
で
き
る
」（
37
）
と
、
将
来
国
内
の
反
乱
が
鎮
圧
さ
れ
て
か
ら
、
彼
が
力
を
入
れ
て
作
り
あ
げ
た
湘
軍
水
師
を
正
規

軍
と
し
て
長
江
流
域
の
安
全
を
守
る
水
師
に
し
、
内
外
か
ら
の
侵
害
を
阻
止
で
き
る
強
い
水
師
に
す
る
こ
と
を
政
府
に
建
言
し
た
。

3.3.2
　
淮
軍
に
つ
い
て

　

淮
軍
と
は
、
李
鴻
章
が
曽
国
藩
の
指
示
で
安
徽
省
の
郷
勇
を
集
め
て
組
織
し
た
勇
兵
隊
で
あ
る
。
一
八
六
一
年
九
月
、
湘
軍
が
安
慶

を
落
と
し
た
後
、
両
江
総
督
に
昇
格
し
た
曽
国
藩
は
「
根
元
か
ら
抜
き
取
り
た
い
な
ら
、
先
に
枝
や
葉
を
切
り
取
る
」（
38
）
と
、
中
心

を
攻
め
る
前
に
そ
の
周
辺
か
ら
手
を
入
れ
る
と
い
う
方
針
で
、
ま
ず
蘇
州
、
浙
江
を
落
と
し
、
次
に
太
平
天
国
の
首
都
天
京
を
攻
略
す

る
と
い
う
作
戦
準
備
を
始
め
た
。
曹
は
兵
力
の
増
強
の
た
め
、も
う
一
つ
の
軍
隊
を
創
る
よ
う
李
鴻
章
に
命
じ
た
。
一
八
六
二
年
二
月
、

李
鴻
章
が
安
徽
省
の
淮
河
流
域
か
ら
集
め
て
き
た
五
営
と
湘
軍
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
八
営
を
合
わ
せ
て
十
三
営
で
で
き
た
六
、五
〇
〇

余
人
の
淮
軍
が
編
制
さ
れ
た
。

　

五
月
に
李
鴻
章
の
軍
隊
は
、
ま
ず
上
海
を
確
保
し
次
に
蘇
南
を
攻
め
落
と
し
て
か
ら
、
太
平
天
国
の
首
都
を
攻
め
る
の
に
協
力
す
る

よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
船
で
上
海
へ
送
ら
れ
た
。
李
鴻
章
は
上
海
で
外
国
人
の
雇
用
兵
と
と
も
に
太
平
天
国
の
軍
隊
と
戦
っ
て
い
る
う

ち
に
、
自
分
の
軍
隊
の
武
器
が
明
ら
か
に
外
国
軍
の
兵
器
よ
り
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
恥
じ
、
軍
隊
の
武
器
を
全
面
的
に
西
洋
の
近
代
兵

器
に
切
り
換
え
始
め
た
。
一
八
六
二
年
九
月
、
ま
ず
近
代
洋
銃
に
切
り
換
え
た
淮
軍
は
、
一
営
に
洋
銃
隊
二
十
八
、
劈
山
砲
隊
十
と
な

っ
た
。

　

一
八
六
八
年
の
八
月
、
捻
軍
が
鎮
圧
さ
れ
た
と
き
に
は
、
淮
軍
は
す
べ
て
の
部
隊
の
洋
銃
の
切
り
替
え
を
完
了
し
て
い
た
。

一
八
六
三
年
の
初
め
に
、張
遇
春
の
新
兵
営
の
中
に
二
〇
〇
人
の
洋
砲
隊
を
設
置
し
た
。
一
八
六
五
年
に
は
六
つ
の
開
花
砲
営
を
創
り
、
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各
営
の
劈
山
砲
を
淘
汰
さ
せ
た
。
淮
軍
が
使
っ
た
の
は
約
十
二
ポ
ン
ド
の
軽
砲
で
あ
り
、
砲
弾
は
榴
弾
で
あ
っ
た
。

　

李
鴻
章
は
、
軍
隊
に
西
洋
の
銃
砲
を
使
わ
せ
る
と
同
時
に
洋
式
訓
練
も
さ
せ
た
。
一
八
六
二
年
の
十
一
月
に
ち
ょ
う
ど
政
府
か
ら
の

洋
式
訓
練
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
、
彼
は
、
曽
国
藩
に
書
い
た
手
紙
の
中
で
、「
洋
銃
は
実
に
優
れ
て
い
る
。
和
春
と
張
国
良
の
軍
営

に
こ
れ
が
あ
っ
て
も
、
操
作
訓
練
を
行
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
役
に
立
た
な
い
」（
39
）
と
、
軍
隊
に
西
洋
の
銃
砲
を
配
分
し
て
も
訓
練

を
し
て
い
な
い
た
め
使
い
物
に
な
ら
な
い
と
軍
隊
に
洋
式
訓
練
を
さ
せ
た
。

　
一
八
七
一
年
以
降
、
李
鴻
章
は
四
ポ
ン
ド
の
新
式
ク
ル
ッ
プ
の
元
込
め
鋼
砲
を
一
一
四
門
購
入
し
、
ド
イ
ツ
の
砲
営
制
に
倣
っ
て
、

十
九
の
砲
営
を
設
立
し
た
。
こ
の
砲
営
が
独
立
し
て
作
戦
任
務
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
、
歩
兵
に
も
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
兵
種

と
な
っ
た
。

　
一
八
七
〇
年
代
淮
軍
は
、前
込
め
銃
を
次
第
に
淘
汰
さ
せ
、元
込
め
撃
発
銃
に
換
え
た
。
主
に
レ
ミ
ン
ト
ン
（R

em
ington

、林
明
敦
）、

ス
ナ
イ
ド
ル (Snider

、
士
乃
得)

、
馬
梯
尼
歩
兵
銃
を
使
用
し
た
。
そ
れ
ら
の
能
力
は
、
一
分
間
六
―
七
発
、
有
効
射
程
は
三
〇
〇
メ

ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
一
八
八
〇
年
代
に
は
一
分
間
十
～
十
二
発
の
ホ
チ
キ
ス
（H

otchkiss

、
哈
乞
司
）、
モ
ー
ゼ
ル
（M

auser

、
毛
瑟
）

な
ど
の
連
発
銃
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
40
）。

4
　
兵
器
の
近
代
化
の
始
ま
り

　　

太
平
天
国
の
反
乱
軍
と
捻
軍
な
ど
の
反
政
府
勢
力
が
列
強
の
民
間
商
人
か
ら
の
武
器
提
供
を
受
け
、
日
に
日
に
力
を
増
し
て
い
る
状

況
で
、
清
国
政
府
は
、
列
強
と
反
乱
軍
の
接
触
を
遮
断
し
、
列
強
の
協
力
を
独
占
し
て
、
内
乱
を
鎮
圧
す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
。
そ

し
て
、
朝
廷
は
正
規
軍
の
組
織
、
編
制
の
整
備
を
行
い
、
購
入
し
た
近
代
火
器
を
使
用
で
き
る
効
率
的
な
軍
隊
を
組
織
す
る
と
同
時
に
、

近
代
兵
器
の
国
産
化
に
も
取
り
組
ん
だ
。
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4.1
　
西
洋
近
代
火
器
の
需
要
が
増
え
る

　
「
北
京
条
約
」
が
締
結
さ
れ
て
か
ら
す
ぐ
、
一
八
六
一
年
一
月
二
十
四
日
に
提
出
さ
れ
た
奕
訢
ら
の
上
奏
文
に
よ
る
と
、「
現
在
、
ロ

シ
ア
が
鳥
銃
（
火
縄
銃
）
を
一
万
挺
、
火
砲
五
十
を
送
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
銃
砲
を
売
っ
て
く
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
を
派
遣
し
て
各

種
の
火
器
の
製
造
を
指
導
す
る
」（
41
）
と
あ
る
通
り
、
ロ
シ
ア
が
清
国
の
京
師
八
旗
軍
に
鳥
銃
（
火
縄
銃
）
一
万
廷
、
砲
を
五
十
送
る

と
宣
言
し
た
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
銃
砲
を
輸
入
し
、
技
師
を
招
い
て
各
種
の
火
器
の
鋳
造
を
指
導
さ
せ
る
と
い
う
計
画
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
ロ
シ
ア
の
宣
言
は
あ
て
に
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
が
い
つ
技
師
を
派
遣
し
、
銃
砲
な
ど
の
近
代
火
器
の
鋳
造
に
協
力
す
る
か

は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
、
そ
れ
ら
が
実
現
し
て
か
ら
軍
隊
の
武
器
を
補
充
す
る
の
は
目
前
の
需
要
に
間
に
合
わ
な
い

ど
こ
ろ
か
、
外
国
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
た
め
、
ま
ず
、
清
国
政
府
は
、
火
器
営
な
ど
に
資
金
を
調
達
し
、
銃
砲
を
生
産
し
て
、

直
ち
に
八
旗
軍
の
兵
士
に
配
り
、
練
習
さ
せ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
ま
た
、
八
里
橋
の
戦
い
で
円
明
園
の
官
兵
が
使
っ
た
清
国
軍
の
従

来
の
火
器
―
―
抬
銃
は
威
力
を
発
揮
し
た
た
め
、
抬
銃
を
増
産
し
て
使
う
こ
と
も
指
示
し
て
い
た
（
42
）。

　
一
八
五
〇
年
代
、
太
平
天
国
と
の
戦
い
で
、
曽
国
藩
（
当
時
の
欽
差
大
臣
、
両
江
総
督
）
が
彼
の
故
郷
の
湖
南
省
で
募
っ
た
湘
軍
は

主
に
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
値
段
の
高
い
銃
砲
に
頼
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
戦
争
を
通
し
て
西
洋
の
銃
器
が
国
内
の
従
来
の
も
の
よ
り
か

な
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
彼
は
、
一
八
六
〇
年
の
十
月
に
「
北
京
条
約
」
が
締
結
さ
れ
、
外
国
と
の
戦
い
が
終
わ
っ
た
こ
と

を
契
機
に
、
一
八
六
〇
年
十
二
月
十
九
日
、「
今
回
講
和
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
防
備
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
…
…
今
外
国
の
力

を
借
り
て
反
乱
鎮
圧
に
当
た
っ
た
り
、
彼
ら
に
運
輸
を
任
せ
た
り
し
て
、
一
時
的
に
困
難
を
解
決
で
き
て
も
、
将
来
、
永
遠
の
利
益
を

期
待
す
る
に
は
、
外
国
か
ら
造
船
、
造
砲
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」（
43
）
と
西
洋
人
か
ら
造
船
造
砲
の
技
術
を
学
び
、
軍
備
を
強
化
す
る

必
要
性
を
説
い
て
総
理
各
国
事
務
衙
門
に
上
奏
し
た
。
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こ
の
献
言
が
、
一
八
六
一
年
一
月
二
十
四
日
に
総
理
各
国
事
務
衙
門
の
恭
親
王
奕
訢
ら
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
奕
訢
ら

は
「
永
遠
の
利
益
を
期
待
す
る
に
、
将
来
外
国
か
ら
造
船
、
造
砲
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
曽
国
藩
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、

前
代
の
皇
帝
で
あ
る
康
熙
帝
の
と
き
に
国
内
の
三
藩
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
際
西
洋
人
に
造
っ
て
も
ら
っ
た
銃
砲
を
利
用
し
た
こ
と
を
例

に
だ
し
、
当
面
フ
ラ
ン
ス
か
ら
銃
砲
の
輸
入
や
製
造
技
術
者
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
状
況
を
根
拠
に
、
上
海
で
西
洋
の
近

代
兵
器
を
生
産
し
内
戦
に
使
う
任
務
を
曽
国
藩
ら
に
実
行
さ
せ
る
こ
と
を
咸
丰
帝
に
上
奏
し
た
（
44
）。
こ
れ
は
そ
の
日
の
う
ち
に
許
可

さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
当
時
太
平
天
国
軍
と
戦
っ
て
い
た
、
曽
国
藩
の
湘
軍
は
、
一
八
六
一
年
九
月
五
日
、
安
慶
を
占
領
し
た
後
、
曽
国

藩
は
十
二
月
に
安
慶
内
軍
械
所
を
創
設
し
、
国
内
の
科
学
者
、
技
術
者
た
ち
を
集
め
、
西
洋
の
技
術
者
の
指
導
の
な
い
ま
ま
、
独
自
で

近
代
船
砲
の
研
究
、
設
計
及
び
生
産
に
取
り
組
ん
だ
。

　

一
八
六
四
年
太
平
天
国
の
首
都
天
京
（
今
の
南
京
）
を
陥
落
さ
せ
た
後
、
安
慶
内
軍
械
所
は
南
京
に
移
り
、
金
陵
軍
械
所
と
な
り
、

長
江
沿
岸
の
砲
台
や
防
衛
軍
隊
の
武
器
や
軍
需
品
を
生
産
し
た
。

　

一
八
六
七
年
に
は
、
そ
の
一
部
で
あ
る
造
船
部
が
江
南
製
造
局
に
併
合
さ
れ
た
。
当
時
曽
国
藩
の
部
下
だ
っ
た
李
鴻
章
は
、

一
八
六
二
年
の
初
め
、
淮
軍
を
率
い
て
上
海
へ
入
り
当
地
の
兵
勇
を
整
頓
し
、
ウ
ォ
ー
ド
（
華
爾
）（
45
）
の
洋
銃
隊
な
ど
外
国
の
兵
力

と
協
力
し
て
太
平
天
国
の
軍
と
戦
う
任
務
を
負
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
と
き
、
太
平
天
国
の
勢
力
は
東
南
沿
海
ま
で
拡
大
す
る
勢
い
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
列
強
の
民
間
の
武

器
商
人
か
ら
近
代
銃
砲
を
購
入
し
、
日
に
日
に
強
く
な
り
つ
つ
あ
り
（
46
）、
捻
軍
も
力
を
つ
け
、
清
国
の
首
都
を
脅
か
す
ほ
ど
緊
迫
し

た
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
十
一
月
十
七
日
に
、
開
港
さ
れ
列
強
が
商
業
活
動
を
し
て
い
た
上
海
、
天
津
な
ど
の
沿
海

地
域
に
官
兵
を
送
り
、
外
国
人
の
仕
官
の
下
で
作
戦
方
法
や
武
器
の
取
り
扱
い
な
ど
の
洋
式
訓
練
を
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
外
国
人

の
指
導
を
受
け
て
、
近
代
兵
器
の
製
造
方
法
も
習
得
し
、
反
乱
軍
の
鎮
圧
に
役
立
て
、
軍
隊
の
戦
闘
力
の
強
化
に
取
り
組
む
こ
と
を
指
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示
し
た
（
47
）。

4.2
　
近
代
兵
器
の
国
産
化
の
始
ま
り

4.2.1
　
最
初
の
近
代
兵
器
工
場
―
―
炸
弾
三
局 （

48
）

　

一
八
六
一
年
十
一
月
、
朝
廷
か
ら
の
西
洋
の
兵
法
だ
け
で
は
な
く
、
武
器
製
造
技
術
を
も
学
習
し
、
国
軍
の
兵
器
を
国
内
で
生
産
し
、

軍
隊
の
戦
闘
力
を
向
上
さ
せ
る
旨
の
上
諭
を
受
け
た
李
鴻
章
は
、
上
海
で
一
八
六
二
年
の
年
末
か
ら
一
八
六
三
年
の
年
末
の
約
一
年
間

の
期
間
で
、
兵
器
製
造
に
詳
し
い
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
軍
官
を
雇
い
入
れ
、
近
代
火
器
の
製
造
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
間
に
、
イ

ギ
リ
ス
人
の
馬
格
里
（H

alliday M
acartney
）
と
劉
佐
禹
が
運
営
す
る
局
で
は
、
外
国
の
職
人
と
中
国
人
の
職
人
が
協
力
し
て
生
産
し

た
。
翰
殿
甲
と
丁
日
昌
の
運
営
し
た
局
で
は
職
人
が
す
べ
て
中
国
人
で
、
西
洋
の
生
産
方
法
で
火
器
を
造
っ
て
い
た
。
こ
の
三
局
は
最

初
の
時
期
は
、
主
に
淮
軍
の
長
短
炸
砲
の
砲
弾
（
榴
弾
）
を
供
給
し
て
い
た
。
こ
れ
が
蘇
省
炸
弾
三
局
で
あ
る
（
49
）。

　

こ
れ
ら
の
砲
局
で
は
、
一
八
六
三
年
十
二
月
、
李
鴻
章
の
淮
軍
が
蘇
州
を
占
領
し
た
後
、
馬
格
里
、
劉
佐
禹
の
砲
局
も
蘇
州
へ
移
動

し
、
蘇
州
洋
砲
局
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
八
六
四
年
の
初
め
、
清
国
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
買
っ
た
小
艦
隊
を
政
府
の
指
示
に
従
わ

な
い
な
ど
の
原
因
で
本
国
に
帰
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
李
鴻
章
は
馬
格
里
の
勧
め
で
そ
の
艦
隊
が
持
っ
て
き
た
兵
器
修
理

に
使
う
た
め
の
機
械
を
購
入
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
最
初
は
、
主
に
手
作
業
で
火
薬
や
砲
弾
を
作
っ
て
い
た
蘇
州
洋
砲
局
は
機
械
で

兵
器
を
造
る
工
場
と
な
っ
た
。

　

一
八
六
四
年
五
月
、
外
国
の
火
器
の
生
産
方
法
を
学
習
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
李
鴻
章
が
総
理
各
国
事
務
衙
門
に
報
告
し
た
上
奏
文

に
よ
る
と
、
当
時
、
蘇
州
洋
砲
局
で
は
外
国
人
の
技
師
四
～
五
人
、
中
国
人
職
人
五
十
～
六
十
人
が
い
て
、
機
械
が
完
備
さ
れ
て
い
な
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い
状
態
で
、
月
に
大
小
炸
弾
（
榴
弾
）
を
四
、〇
〇
〇
発
生
産
し
て
い
た
。
翰
殿
甲
と
丁
日
昌
の
運
営
し
た
局
で
は
、
土
の
溶
鉱
炉
を

使
っ
た
手
作
業
で
約
三
〇
〇
人
の
職
人
が
月
に
大
小
炸
弾
を
六
、〇
〇
〇
～
七
、〇
〇
〇
発
生
産
し
、
鉄
の
大
小
短
炸
砲
（
田
鶏
砲
或
い

は
天
砲
と
い
う
、
一
八
ポ
ン
ド
の
砲
弾
を
発
射
で
き
る
五
十
五
ポ
ン
ド
以
下
の
軽
砲
か
ら
一
〇
八
ポ
ン
ド
の
砲
弾
を
発
射
で
き
る
も
の

ま
で
を
含
む
）
を
六
～
七
架
を
生
産
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
銅
薬
莢
な
ど
も
模
造
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ま
だ
西
洋
の

も
の
ほ
ど
精
密
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
に
李
鴻
章
の
管
轄
下
の
こ
れ
ら
の
工
場
で
は
一
番
威
力
の
あ
る
長
炸
砲
を
ま
だ
試
作
し
て

い
な
か
っ
た
。
上
奏
文
は
、
こ
れ
を
生
産
す
る
に
は
外
国
か
ら
機
械
を
揃
え
、
外
国
人
の
優
秀
な
技
師
を
雇
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

伝
え
る
。
ま
た
、
長
短
炸
砲
を
使
う
に
は
西
洋
の
火
薬
を
使
わ
な
け
れ
ば
そ
の
効
果
を
発
揮
で
き
な
い
と
も
述
べ
る
（
50
）。

　

こ
れ
ら
の
炸
弾
三
局
は
、
い
ず
れ
も
規
模
が
小
さ
く
、
機
械
が
不
揃
い
の
た
め
、
生
産
力
が
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
李
鴻
章
は
、

一
八
六
四
年
の
春
、
丁
日
昌
に
対
し
て
炸
弾
三
局
を
基
礎
に
大
型
の
軍
事
工
廠
を
建
設
す
る
準
備
を
命
じ
た
。
そ
し
て
一
八
六
五
年
六

月
、
丁
日
昌
は
上
海
の
紅
口
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
建
設
し
た
旗
記
と
い
う
鉄
工
場
を
買
い
取
り
、
翰
殿
甲
と
丁
日
昌
の
局
を
併
合

し
、
容
閎
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
買
っ
て
き
た
機
械
を
す
べ
て
設
置
し
、
翰
殿
甲
、
丁
日
昌
、
馮
焌
光
、
王
徳
鈞
、
沈
保
靖
ら
が
局
務
の
共

同
管
理
人
と
し
て
委
任
さ
れ
、
九
月
二
十
九
日
に
清
国
政
府
か
ら
正
式
に
江
南
製
造
総
局
（
略
し
て
江
南
製
造
局
）
と
称
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

同
治
七
年
（
一
八
六
八
年
）
九
月
二
日
の
、
直
隷
総
督
曽
国
藩
「
新
作
輪
船
折
」
に
よ
る
と
、
江
南
製
造
局
が
設
立
さ
れ
た
後
の

四
十
五
年
の
間
、
初
め
は
戦
争
の
需
要
が
高
か
っ
た
た
め
、
李
鴻
章
は
ま
ず
銃
砲
の
生
産
と
供
給
を
優
先
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
購
入
し
た
機
械
の
ほ
と
ん
ど
が
船
舶
修
造
に
使
う
も
の
で
、
銃
砲
製
造
に
使
う
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
集
ま
っ

た
職
人
た
ち
は
ま
ず
、
集
め
た
機
械
を
工
夫
し
て
三
十
台
く
ら
い
の
機
械
を
製
作
し
、
こ
れ
ら
を
使
い
、
銃
砲
の
生
産
を
始
め
た
。
造

っ
た
開
花
田
鶏
な
ど
の
砲
や
砲
車
、砲
弾
は
西
洋
の
も
の
に
匹
敵
し
て
い
た
。
造
っ
た
銃
も
輸
入
品
と
ほ
ぼ
同
じ
品
質
を
有
し
て
い
た
。

江
南
製
造
局
が
設
立
さ
れ
た
当
初
は
、
敷
地
面
積
が
狭
く
、
周
囲
の
外
国
人
住
民
が
兵
器
生
産
に
反
対
し
た
た
め
、
六
年
（
一
八
六
七
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年
）
夏
の
間
、
上
海
城
南
の
高
昌
廟
へ
移
転
し
た
。
移
転
後
の
江
南
製
造
局
は
規
模
を
段
々
拡
大
し
て
、
ボ
イ
ラ
ー
、
機
械
（
機
械
工

場
の
中
に
は
洋
銃
楼
を
設
置
）、
木
工
、
鋳
銅
鉄
、
輪
船
、
熟
鉄
、
火
箭
な
ど
の
工
場
を
次
々
と
設
立
し
た
（
51
）。
さ
ら
に
一
八
六
九

年
に
は
製
銃
工
場
を
設
置
し
た
。

4.2.2
　
炸
弾
三
局
に
お
け
る
技
術
者
の
育
成

　

先
に
挙
げ
た
一
八
六
四
年
五
月
に
外
国
の
火
器
の
生
産
方
法
を
学
習
し
、
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
状
況
に
つ
い
て
、
李
鴻
章
が
総
理

各
国
事
務
衙
門
に
報
告
し
た
上
奏
文
の
中
で
、
彼
は
上
海
へ
入
っ
て
か
ら
外
国
人
を
雇
い
、
近
代
兵
器
を
造
っ
た
成
果
を
報
告
す
る
と

同
時
に
、
京
畿
八
旗
軍
の
中
か
ら
武
器
製
造
に
詳
し
い
官
兵
を
選
び
、
江
蘇
省
へ
派
遣
し
て
研
修
さ
せ
、
兵
器
製
造
技
術
を
習
得
さ
せ
、

首
都
を
守
る
兵
隊
の
武
器
の
近
代
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
進
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
進
言
は
、
恭
親
王
奕
訢
ら
の
同
意
を
得
た
。
と
い
う
の
は
、
一
八
五
九
年
か
ら
清
国
の
首
都
周
辺
地
域
に
駐
屯
し
て
い
た
京
畿

八
旗
軍
の
火
薬
兵
器
部
隊―

火
器
営
で
は
、
敗
戦
し
て
逃
げ
た
英
仏
軍
の
残
し
た
炸
砲
、
炸
弾
を
研
究
し
模
造
さ
せ
た
が
、「
教
師
の

無
い
勉
学
は
お
お
か
た
を
理
解
し
て
も
、
奥
義
を
分
か
る
の
は
難
し
い
」（
52
）
と
い
う
よ
う
に
模
造
に
必
要
と
さ
れ
る
書
物
や
技
術
者

の
指
導
も
な
い
状
況
で
実
物
だ
け
の
研
究
で
は
技
術
の
細
部
ま
で
を
把
握
す
る
に
は
と
て
も
苦
労
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
三
口
（
53
）
通
商
大
臣
で
あ
っ
た
崇
厚
は
、
同
治
元
年
（
一
八
六
二
年
）
八
月
と
九
月
に
上
奏
し
た
文
書
に
よ
る
と
、
彼
は
当

時
、
京
畿
八
旗
軍
と
緑
営
軍
に
ロ
シ
ア
か
ら
の
銃
砲
を
配
り
、
練
習
を
さ
せ
る
と
同
時
に
外
国
の
官
兵
の
協
力
を
得
て
、
西
洋
の
砲
車
、

大
小
炸
砲
な
ど
の
試
作
も
行
い
、
軍
隊
の
練
習
に
使
っ
て
い
た
た
め
、
炸
砲
の
威
力
を
発
揮
す
る
に
は
良
質
の
も
の
を
模
造
し
て
、
正

し
い
訓
練
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
（
54
）。
し
か
し
、
開
港
し
た
ば
か
り
の
天
津
で
は
、
ま
だ
、
外
国
の
技
術
者
を
見
つ

け
、
機
械
や
材
料
を
輸
入
し
、
質
の
い
い
銃
砲
を
生
産
す
る
条
件
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
西
洋
銃
砲
の
練
習
に
重
点
が
置
か
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れ
、
近
代
武
器
の
製
造
事
業
は
著
し
い
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
同
治
三
年
（
一
八
六
四
年
）
四
月
二
十
八
日
、
恭
親
王
奕
訢
ら
は
京
畿
を
守
る
正
規
軍
、
す
な
わ
ち
京
師
八
旗
軍
の
火
器

営
か
ら
兵
器
製
造
に
詳
し
い
官
兵
を
選
出
し
、
江
蘇
省
の
巡
撫
で
あ
る
李
鴻
章
の
と
こ
ろ
で
、
西
洋
の
兵
器
製
造
技
術
を
学
ば
せ
る
た

め
に
派
遣
す
る
こ
と
を
上
奏
し
た
。
上
奏
文
は
、「
国
を
治
め
る
に
は
、
強
い
軍
隊
が
必
要
で
あ
る
。
時
勢
を
見
れ
ば
、
強
い
軍
隊
を

創
る
に
は
、
兵
隊
の
訓
練
が
大
事
で
あ
る
。
兵
隊
の
訓
練
を
す
る
に
は
、
先
に
兵
器
を
造
る
べ
き
で
あ
る
」（
55
）
と
述
べ
、
軍
隊
の
訓

練
に
欠
か
せ
な
い
近
代
兵
器
の
重
要
性
を
説
く
。
天
津
な
ど
へ
派
遣
し
て
特
別
に
訓
練
し
て
き
た
官
兵
か
ら
組
織
さ
れ
た
軍
隊
に
西
洋

の
銃
砲
が
充
分
に
供
給
で
き
な
い
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
清
国
は
、
反
乱
軍
が
ま
だ
治
ま
っ
て
い
な
い
地
域
に
お
い
て
、
列
強
の
不
信

を
招
く
こ
と
な
く
、
首
都
圏
を
守
る
正
規
軍
で
あ
る
京
師
八
旗
軍
の
武
器
装
備
の
近
代
化
を
は
か
る
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が

で
き
た
。

　

当
時
、
政
府
は
、
正
規
軍
に
は
近
代
火
器
の
技
術
を
習
得
さ
せ
な
が
ら
、
民
間
で
の
近
代
兵
器
技
術
の
学
習
を
禁
じ
て
い
た
。
こ
れ

に
は
、
一
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。
清
国
の
正
規
軍
の
兵
力
の
源
は
旗
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
旗
人
は
定
住
し
て
い
て
、
容
易
に
防
犯

で
き
る
」
一
方
、「
民
間
で
兵
器
技
術
の
学
習
を
禁
ず
る
の
は
社
会
の
安
定
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
」（
56
）
と
考
え
ら
れ
た
。
旗
人
（
世

襲
制
）
は
比
較
的
に
組
織
も
住
所
も
安
定
し
て
い
る
た
め
、
い
ざ
と
い
う
と
き
、
つ
ま
り
反
乱
が
起
こ
っ
た
と
き
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

や
す
い
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
首
都
圏
の
旗
人
出
身
の
兵
士
に
兵
器
製
造
技
術
を
学
ば
せ
、
近
代
兵
器
技
術
を
政
府
軍
が
独
占
す
る
と
い

う
方
針
が
定
め
ら
れ
た
。

　

次
い
で
、
首
都
の
治
安
部
隊
に
当
た
る
火
器
営
の
火
器
製
造
を
習
っ
た
経
験
者
の
中
か
ら
武
官
八
名
、
兵
士
四
十
名
を
選
び
、
江
蘇

省
の
巡
撫
李
鴻
章
の
下
に
派
遣
し
、
西
洋
の
炸
弾
炸
砲
及
び
各
種
の
火
器
製
造
の
た
め
の
機
械
や
工
作
機
械
の
製
造
を
学
ば
せ
た
。
六

月
に
は
、
こ
の
四
十
八
人
の
内
、
参
領
薩
勒
哈
春
、
候
補
副
参
領
崇
喜
ら
の
官
兵
二
十
四
人
を
、
馬
格
里
、
劉
佐
禹
が
経
営
す
る
外
国

人
職
人
を
雇
っ
て
い
る
砲
局
に
、
副
参
領
色
布
什
新
な
ど
の
官
兵
十
二
人
を
副
将
翰
殿
甲
の
砲
局
に
、
そ
し
て
残
り
の
十
二
人
を
丁
日
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昌
の
局
に
そ
れ
ぞ
れ
配
分
し
て
研
修
を
さ
せ
た
（
57
）。

　

こ
の
第
一
期
の
研
修
生
が
、
研
修
終
了
後
、
清
国
政
府
の
近
代
兵
器
の
製
造
技
術
の
普
及
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
た
か
を
記
録
と

し
て
残
し
た
も
の
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
策
の
実
行
は
、
当
時
、
清
国
政
府
に
と
っ
て
、
西
洋
の
近

代
兵
器
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
は
か
な
り
切
実
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
軍
工
場
は
、
の
ち
に
江
南
製
造

総
局
と
し
て
規
模
を
拡
大
し
て
ゆ
く
う
ち
に
、
相
次
い
で
新
し
く
設
立
さ
れ
た
各
省
の
兵
器
工
廠
へ
技
術
者
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。

4.2.3
　
近
代
兵
器
工
場
の
建
設
方
針
の
確
立

　

先
行
研
究
は
、
一
八
六
〇
年
代
の
兵
器
工
場
の
分
布
配
置
に
つ
い
て
は
議
論
し
て
こ
な
か
っ
た
。
唯
一
、
天
津
機
器
局
の
創
設
に
つ

い
て
言
及
す
る
際
、「
一
八
六
五
年
、
江
南
製
造
局
と
金
陵
製
造
局
が
相
次
い
で
建
設
さ
れ
、
江
南
地
域
の
兵
器
の
生
産
が
発
展
し
た

た
め
、
政
府
は
武
器
生
産
の
分
布
を
考
慮
し
、
北
方
に
も
近
代
軍
事
工
業
を
建
設
す
る
こ
と
に
し
た
」（
58
）
と
、
政
府
が
兵
器
工
場
の

南
北
分
布
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
清
国
政
府
は
江
南
製
造
総
局
、
金
陵
機
器
局
と
福
州
船
政
局
が
相
次
い
で
建
設
さ
れ
て
か
ら
、
外
国
式
銃
砲
・
艦
船
が
漢

民
族
封
建
地
主
実
力
派
の
手
中
に
完
全
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
が
、
自
己
の
支
配
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
恐
れ
て
、
満

州
人
貴
族
で
三
口
通
商
大
臣
の
崇
厚
に
命
じ
て
、
天
津
に
お
い
て
機
器
局
を
開
設
さ
せ
た
」（
59
）
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
述
と
史
実
と
の
間
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
福
州
船
政
局
と
天
津
機
器
局
は
、
南
北
の
異

な
っ
た
場
所
で
建
設
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、
つ
ま
り
一
八
六
六
年
に
計
画
さ
れ
、
翌
年
に
開
業
し
て
い
る
。

場
所
は
異
な
る
が
、
同
じ
く
当
該
地
域
の
地
理
的
利
便
を
生
か
し
、
首
都
の
安
全
を
守
る
陸
軍
と
水
師
の
需
要
に
対
応
す
る
こ
と
を
第
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一
の
目
的
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
の
分
析
で
は
、
清
国
政
府
の
軍
事
工
場
の
建
設
の
計
画
性
が
見
え

て
こ
な
い
。

 　

湘
軍
、
淮
軍
と
い
う
洋
式
訓
練
を
受
け
、
西
洋
の
火
器
を
持
っ
て
戦
い
、
大
平
天
国
な
ど
の
反
乱
軍
を
鎮
圧
で
き
た
経
験
か
ら
、

清
国
政
府
は
、
国
内
の
平
和
を
保
ち
、
外
敵
か
ら
国
を
守
る
に
は
、
軍
隊
の
洋
式
訓
練
を
全
国
的
に
広
め
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。

し
か
し
、
当
時
、
西
洋
の
兵
器
を
西
洋
の
技
術
で
生
産
で
き
る
兵
器
工
場
は
江
蘇
省
の
炸
弾
三
局
だ
け
だ
っ
た
た
め
、
一
八
六
三
年
に
、

直
隷
省
を
初
め
と
す
る
各
省
の
正
規
軍
（
主
に
緑
営
軍
の
定
員
の
中
か
ら
選
ん
だ
兵
士
を
、
湘
、
淮
軍
の
編
制
や
建
軍
規
定
を
応
用
し

て
組
織
し
た
練
軍
）
に
、
練
習
用
と
戦
時
用
の
近
代
銃
砲
を
供
給
す
る
こ
と
は
到
底
無
理
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
の
兵
部
、
戸
部
の
会
議
が
行
わ
れ
、
直
隷
省
に
新
し
く
組
織
さ
れ
た
練
軍
の
武
器
を
天
津
で
工
場
を
建
設
し
、
必
要
に
応
じ
た
議

論
が
交
わ
さ
れ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
今
回
の
議
論
を
通
し
て
、
新
し
い
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
兵
器
工
場
の
設
立
方
針
は
ど
の
よ
う
に
立
案
さ
れ
、
そ
し

て
実
行
に
移
さ
れ
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

　

同
治
五
年
（
一
八
六
六
年
）
八
月
二
十
八
日
、
総
理
各
国
事
務
衙
門
恭
親
王
ら
の
上
奏
文
に
は
、「
現
在
兵
部
会
議
の
規
定
に
は
、

兵
隊
の
訓
練
に
は
兵
器
が
必
要
と
い
う
条
目
が
あ
る
、
そ
の
中
に
、
直
隷
か
ら
人
を
派
遣
し
、
天
津
で
局
を
設
け
、
製
造
す
る
と
い
う

議
論
が
あ
っ
た
。
我
ら
が
思
う
に
は
、
兵
隊
の
訓
練
に
は
兵
器
の
製
造
が
先
で
あ
る
。
本
国
の
す
べ
て
の
兵
器
は
、
随
時
随
処
で
職
人

を
選
び
、
材
料
を
調
達
し
て
、
念
入
り
に
製
造
す
る
べ
き
で
あ
る
、
…
…
今
直
隷
で
は
兵
隊
の
訓
練
が
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
た

め
、
近
く
に
総
局
を
増
設
し
、
西
洋
の
兵
器
や
機
械
の
生
産
に
力
を
入
れ
、
多
目
的
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、

有
事
の
と
き
、
ほ
か
の
省
へ
軍
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
武
器
の
補
給
が
絶
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
配
分
し
て
使
う
の
に
と

て
も
便
利
で
あ
る
」（
60
）
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
政
府
は
、
国
内
で
は
す
べ
て
の
兵
器
を
随
時
随
処
で
職
人
を
選
び
、
材
料
を
調
達
し
て
現
地
で
生
産
、
供
給
す
る
の
が
適
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切
で
あ
る
と
い
う
兵
器
生
産
や
供
給
に
関
す
る
基
本
方
針
に
初
め
て
明
確
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
津
で
西
洋
の
機
械
や
銃
砲
を

生
産
す
る
総
合
軍
事
工
場
を
創
設
し
、
直
隷
省
な
ど
京
畿
周
辺
地
域
の
需
要
を
近
い
と
こ
ろ
か
ら
供
給
す
れ
ば
、
有
事
の
際
、
武
器
の

調
達
に
は
便
利
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

　

天
津
で
機
器
局
を
建
設
す
る
と
い
う
議
論
を
通
じ
て
明
確
に
な
っ
た
、
兵
器
工
場
の
建
設
に
関
す
る
政
府
の
新
し
い
構
想
を
、
当
時
、

三
口
通
商
大
臣
・
兵
部
侍
郎
で
あ
っ
た
崇
厚
は
、
一
八
六
六
年
十
二
月
二
十
五
日
の
上
奏
文
の
中
で
、「
中
国
の
す
べ
て
の
兵
器
を
、

随
時
随
処
で
職
人
を
選
び
、
材
料
を
調
達
し
て
、
念
入
り
に
製
造
す
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
は
ま
さ
に
、
武
器
調
達
に
甚
だ
便
利

で
、
戦
略
的
且
つ
、
将
来
性
の
あ
る
計
画
で
あ
る
」（
61
）
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
上
記
の
議
論
を
経
て
、
直
隷
の
緑
営
軍
の
訓
練
や
京
畿
な
ど
周
辺
地
域
の
軍
隊
が
使
う
新
式
の
西
洋
銃
砲
を
生
産
す
る
た

め
、
天
津
に
兵
器
工
場
を
建
設
す
る
こ
と
が
確
定
し
、
政
府
は
崇
厚
を
天
津
へ
派
遣
し
、
そ
こ
で
機
器
局
の
創
設
に
着
手
さ
せ
た
。
彼

は
デ
ン
マ
ー
ク
の
領
事
の
イ
ギ
リ
ス
人
、
密
妥
士
（J.A

.T.M
eadow

s

）
に
頼
み
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
火
薬
、
銅
薬
莢
な
ど
を
造
る
機
械

を
購
入
さ
せ
、
ま
た
上
海
、
香
港
か
ら
も
機
械
を
買
い
集
め
た
。
そ
し
て
、
総
額
二
一
三
、三
三
三
両
（
テ
ー
ル
）
を
投
資
し
て
（
62
）、

天
津
の
東
に
あ
る
賈
家
沽
道
と
南
の
海
光
寺
で
は
東
局
と
南
局
（
ま
た
西
局
）
を
設
立
し
、
一
八
六
七
年
か
ら
開
業
し
た
。

　

開
業
し
た
当
初
は
、
機
械
が
少
な
く
、
生
産
能
力
も
低
く
、
製
品
は
天
津
の
駐
防
軍
だ
け
に
供
給
さ
れ
て
い
た
（
63
）。
小
型
の
銅
炸

砲
と
砲
車
、
砲
弾
を
生
産
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
一
日
の
火
薬
の
生
産
量
は
僅
か
三
〇
〇
～
四
〇
〇
ポ
ン
ド
で
、
江
南
製
造

局
の
日
産
量
の
三
分
の
一
に
も
及
ば
な
か
っ
た
（
64
）。

し
か
し
、
戦
略
的
な
意
義
を
持
っ
た
天
津
の
機
器
局
は
、
ま
さ
に
、
兵
器
工
場
の
建
設
に
関
す
る
基
本
方
針
が
確
立
し
た
象
徴
と
も
い

え
る
。　

　

天
津
で
機
器
局
を
設
立
し
た
こ
と
の
合
理
性
や
意
義
に
つ
い
て
、
李
鴻
章
ら
は
次
の
よ
う
な
認
識
を
表
明
し
て
い
た
。
同
治
六
年

（
一
八
六
七
年
）
十
二
月
三
十
日
、
両
江
総
督
の
李
鴻
章
と
藩
司
の
丁
日
昌
の
上
奏
文
を
合
わ
せ
た
「
条
覆
総
理
衙
門
致
各
省
将
軍
督
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撫
条
説
」
と
い
う
上
奏
文
に
よ
る
と
、「
天
津
は
京
畿
か
ら
遠
く
な
く
、
海
か
ら
近
い
た
め
、
材
料
を
購
入
し
て
製
造
す
る
に
は
便
利

で
あ
る
。
速
め
に
適
切
な
場
所
を
選
び
、機
器
場
を
設
立
し
、京
畿
の
官
兵
を
学
習
さ
せ
、根
本
地
（
65
）
の
防
衛
を
固
め
る
べ
き
で
あ
る
。

…
…
」（
66
）
と
い
う
。

　

ま
た
、
李
鴻
章
は
、
一
八
七
〇
年
の
、
政
府
か
ら
天
津
の
機
器
局
を
彼
に
任
せ
る
上
諭
に
回
答
す
る
上
奏
文
に
お
い
て
、「
総
理
衙

門
は
崇
厚
を
命
じ
、
天
津
で
機
械
を
購
入
し
、
局
を
設
立
し
た
の
は
、
火
薬
を
造
り
、
南
の
局
（
67
）
の
不
足
を
補
い
、
有
事
に
対
応
し
、

首
都
を
守
る
意
味
合
い
を
隠
し
持
っ
て
い
て
、
実
に
計
画
的
で
あ
る
」（
68
）
と
述
べ
て
い
る
。
天
津
機
器
局
が
、
首
都
の
安
全
を
守
る

う
え
で
、
戦
略
的
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

天
津
の
機
器
局
が
設
立
さ
れ
た
後
、
一
八
六
〇
年
代
後
半
か
ら
国
防
を
強
化
す
る
た
め
に
全
国
各
省
で
軍
隊
の
整
備
が
行
わ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
近
代
火
器
の
需
要
が
益
々
増
え
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
軍
隊
の
訓
練
が
急
務
と
さ
れ
て
も
、
近
代
交
通
機
関
が
ま
だ

国
内
で
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
状
況
で
、
生
産
能
力
の
低
い
数
少
な
い
工
場
か
ら
全
国
の
軍
隊
に
兵
器
を
供
給
す
る
こ
と
は

無
理
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
各
省
で
軍
需
に
応
じ
て
軍
工
場
を
建
設
し
、
軍
隊
の
必
需
品
を
供
給
す
る
の
が
、
清
国
政
府
に
と
っ
て
最
良

の
選
択
と
な
っ
た
。

　

こ
の
後
、
一
八
六
〇
年
代
か
ら
一
八
九
四
年
ま
で
の
期
間
中
に
、
全
国
各
省
で
、
規
模
が
あ
る
程
度
大
き
な
兵
器
工
場
が
二
十
四
ヶ

所
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
一
八
六
〇
年
代
最
後
の
年
に
創
設
さ
れ
た
西
安
の
機
器
局
を
例
に
見
て
み
よ
う
。

　

一
八
六
二
年
以
降
、
太
平
天
国
の
一
派
と
捻
軍
の
一
部
が
陝
西
省
に
接
近
す
る
と
、
そ
の
影
響
か
ら
陝
西
省
の
回
民
の
蜂
起
が
相
次

い
で
起
こ
り
、
そ
の
活
動
は
甘
粛
省
ま
で
広
が
っ
た
。
そ
の
た
め
清
国
政
府
は
一
八
六
八
年
に
左
宗
棠
を
陝
甘
総
督
に
任
じ
て
、
鎮
定

作
戦
を
進
め
た
。
左
宗
棠
は
、
湘
軍
を
率
い
て
陝
西
省
に
入
っ
た
後
に
、
軍
隊
の
兵
器
を
上
海
等
の
貿
易
地
か
ら
購
入
し
て
内
陸
ま
で

運
ん
だ
た
め
、
運
賃
の
た
め
に
武
器
の
値
段
が
高
く
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
左
宗
棠
は
武
器
の
購
入
費
用
と
運
賃
を
節
約
す
る
た
め
、
一
八
六
九
年
に
西
安
で
浙
江
省
か
ら
職
人
を
募
り
、
機
械
を
設
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置
し
兵
器
工
場
を
開
設
し
て
、
洋
銃
の
銅
帽
（
銅
薬
莢
）、
開
花
子
（
榴
弾
）
な
ど
を
生
産
し
始
め
た
（
69
）。

　

左
宗
棠
は
一
八
七
一
年
に
甘
粛
に
駐
軍
し
て
か
ら
、
福
建
省
で
機
器
局
を
司
っ
て
い
た
頼
長
を
呼
び
寄
せ
、
彼
が
一
八
七
二
年
の
冬

に
蘭
州
へ
来
る
と
き
、
連
れ
て
来
た
職
人
を
技
術
者
と
し
て
採
用
し
、
運
ん
で
き
た
機
械
と
西
安
の
工
場
の
機
械
を
合
わ
せ
て
設
置
し
、

蘭
州
の
機
器
局
を
創
設
し
た
（
70
）。

　
一
八
七
四
年
の
第
一
次
海
防
討
論
の
あ
と
、
一
八
七
五
年
の
一
年
間
に
、
湖
南
、
山
東
、
広
東
な
ど
の
沿
江
、
沿
海
の
各
省
で
兵
器

工
場
が
四
つ
も
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
八
六
〇
年
代
か
ら
、
各
地
で
起
こ
る
軍
事
行
動
や
軍
隊
の
整
備
の
た
び
に
、
随
時
に
駐

軍
地
か
ら
近
い
場
所
で
職
人
を
集
め
、
機
械
を
設
置
し
、
工
場
を
創
設
し
て
軍
需
品
を
供
給
す
る
こ
と
が
、
清
国
政
府
の
軍
事
工
業
の

建
設
の
た
め
の
新
し
い
制
度
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。

4.3
　
国
内
戦
争
か
ら
国
防
へ
の
方
針
転
換

　

第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
が
終
わ
り
、「
北
京
条
約
」
が
締
結
さ
れ
、
諸
外
国
と
の
貿
易
、
通
商
の
範
囲
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
沿
海
、

沿
江
地
域
に
広
が
り
、
外
国
の
勢
力
も
そ
れ
ら
の
地
域
を
中
心
に
拡
大
し
て
ゆ
き
、
商
業
に
ま
つ
わ
る
新
た
な
問
題
も
浮
上
し
て
き
た
。

一
八
六
四
年
に
太
平
天
国
の
反
乱
が
鎮
圧
さ
れ
て
か
ら
、
国
内
反
乱
が
収
束
の
兆
し
を
見
せ
て
き
た
。

　

そ
こ
で
清
国
政
府
は
、
外
交
問
題
に
目
を
向
け
始
め
た
。
そ
し
て
、
将
来
起
こ
り
う
る
外
国
と
の
武
力
衝
突
に
備
え
る
た
め
、
初
め

て
中
央
政
府
と
地
方
大
臣
の
間
で
外
敵
の
侵
害
か
ら
国
を
守
る
国
防
政
策
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。

　

同
治
五
年
（
一
八
六
六
年
）
二
月
二
十
日
、
自
強
の
方
策
を
考
え
る
議
論
を
行
な
う
よ
う
に
官
文
ら
へ
下
し
た
上
諭
に
よ
る
と
、

総
理
各
国
事
務
衙
門
は
、
総
税
務
司
赫
徳
（R

obert H
art

）
の
提
示
し
た
「
局
外
傍
観
論
」
と
英
国
領
事
威
妥
瑪
（Thom

as Francis 

W
ade

）
の
提
示
し
た
「
新
議
論
略
」
の
中
の
、
清
国
の
内
政
や
外
交
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
を
取
り
上
げ
た
議
論
を
、
各
沿
海
、
沿
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江
通
商
口
岸
及
び
地
方
の
各
督
撫
大
臣
に
渡
し
て
議
論
さ
せ
る
こ
と
を
、
軍
機
処
に
上
奏
し
た
。

　

総
理
各
国
事
務
衙
門
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
う
な
が
し
た
目
的
は
、
当
面
の
と
こ
ろ
外
国
が
戦
争
を
起
こ
す
可
能
性
が
低
い
状
況

で
あ
る
が
、
万
一
の
有
事
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
（
71
）。「
局
外
傍
観
論
」
と
「
新
議
論
略
」
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
内
政
と

外
交
の
事
情
を
分
析
し
、
改
革
案
を
進
言
し
て
い
た
。

　

後
者
は
、
特
に
、
外
国
が
中
国
を
脅
迫
し
て
い
る
の
は
、
地
方
で
問
題
が
多
く
、
外
国
人
商
人
の
安
全
が
守
れ
な
い
か
ら
と
い
う
理

由
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
は
政
治
、
経
済
、
軍
事
な
ど
様
々
な
分
野
で
外
国
の
力
を
借
り
て
国
力
を
向
上
さ
せ
る
べ
き
で
あ

る
と
も
述
べ
、
将
来
の
中
国
が
信
用
で
き
な
い
と
も
告
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
国
内
の
安
定
や
外
国
と
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
、
国
力
を
増
強
し
、
各
地
方
の
官
僚
は
改
革
や
西
洋

か
ら
学
ぶ
こ
と
に
力
を
入
れ
、
管
理
体
制
を
段
々
改
善
し
て
行
け
ば
、
外
国
人
に
軽
蔑
さ
れ
ず
、
起
こ
り
う
る
問
題
を
未
然
に
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
（
72
）
と
分
析
し
た
。

　

そ
し
て
、
列
強
が
ま
だ
新
た
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
な
い
時
期
を
利
用
し
て
、
当
面
の
平
和
を
守
り
な
が
ら
、
将
来
沿
江
、
沿
海
の

江
蘇
、
江
西
、
浙
江
、
湖
南
、
広
東
、
福
建
な
ど
の
各
省
及
び
三
口
通
商
地
方
で
外
国
商
人
を
守
る
理
由
で
戦
争
が
起
こ
る
こ
と
を
防

ぐ
た
め
に
、
地
方
の
督
撫
大
臣
（
官
文
、
曽
国
藩
、
左
宗
棠
、
瑞
麟
、
李
鴻
章
、
劉
坤
一
、
馬
新
貽
、
鄭
敦
謹
、
郭
蒿
燾
、
崇
厚
）
ら

は
外
国
と
の
付
き
合
い
を
深
め
、
外
国
の
情
勢
を
把
握
し
、
国
内
外
の
事
情
を
正
確
に
掌
握
し
て
、
国
や
国
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に

現
地
に
適
し
た
実
行
可
能
な
限
り
の
詳
細
な
計
画
案
を
迅
速
に
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
も
い
う
（
73
）。

　

こ
う
し
て
、
中
央
政
府
と
地
方
の
大
臣
が
一
丸
と
な
っ
て
、
条
約
を
守
り
、
沿
江
・
沿
海
の
各
省
で
外
国
人
商
人
た
ち
と
平
和
な
関

係
を
築
い
て
い
く
一
方
、
自
国
の
商
業
利
益
を
守
り
、
将
来
条
約
の
改
正
な
ど
の
理
由
で
将
来
起
こ
り
う
る
対
外
戦
争
を
想
定
し
て
軍

備
を
強
化
し
、
国
力
を
増
強
し
て
い
く
方
針
を
明
確
に
し
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
、
一
部
の
政
府
や
地
方
の
官
僚
た
ち
も
、
近
代

艦
船
銃
砲
や
機
械
を
作
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
西
洋
の
科
学
技
術
も
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
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な
る
。

　

地
方
で
こ
の
呼
び
か
け
に
い
ち
は
や
く
応
じ
た
の
は
、
当
時
閩
浙
総
督
の
左
宗
棠
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
同
治
五
年
（
一
八
六
六
年
）

五
月
十
三
日
の
政
府
か
ら
求
め
ら
れ
た
自
強
政
策
案
を
上
奏
し
た
文
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
東
南
の
利
益
は
海
に
あ
り
、
陸
に
は
な
し
。
広
東
、
福
建
か
ら
浙
江
、
江
南
、
山
東
、
直
隷
、
盛
京
ま
で
、
三
面
が
海
で
囲
ま
れ
て
、

江
河
が
海
と
つ
な
が
る
。
…
…
平
時
は
こ
れ
を
利
用
す
れ
ば
千
里
の
輸
送
が
庭
園
に
い
る
如
く
、
…
…
有
事
の
際
は
こ
れ
を
利
用
し
て

軍
隊
を
派
遣
す
れ
ば
、
百
粤
（
江
蘇
、
浙
江
、
福
建
、
広
東
地
域
を
指
す
）
の
軍
隊
は
三
韓
（
朝
鮮
半
島
を
指
す
）
に
集
結
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
汽
船
に
載
せ
れ
ば
、
七
省
の
貨
物
は
こ
れ
で
つ
な
が
り
、
海
を
パ
ト
ロ
ー
ル
し
海
賊
を
取
り
締
ま
る
の
に
必
要
だ
け
で
な

く
、
軍
隊
を
移
動
さ
せ
る
の
に
欠
か
せ
な
い
道
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
我
が
国
は
燕
（
直
隷
省
の
北
部
）
に
都
を
置
き
、
天
津
と
塘
沽

は
実
質
的
要
所
と
な
っ
た
。
海
上
で
戦
争
が
起
こ
っ
て
か
ら
西
洋
の
軍
艦
が
天
津
に
直
接
に
到
達
し
、
防
衛
施
設
は
役
に
立
た
な
か
っ

た
。
…
…
海
の
害
を
防
ぎ
、
そ
の
利
益
を
収
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
水
師
の
整
備
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
水
師
を
整
備
す
る
に

は
、
機
器
局
を
開
設
し
、
艦
船
を
製
造
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
（
74
）」。

　

つ
ま
り
、
沿
海
七
省
は
海
で
結
ば
れ
、
沿
海
の
航
路
は
平
時
に
南
北
の
運
送
に
役
立
ち
、
有
事
の
と
き
物
資
や
武
器
及
び
兵
隊
を
運

び
、
防
衛
や
戦
争
の
勝
利
を
勝
ち
取
る
に
は
欠
か
せ
な
い
戦
略
的
に
重
要
な
海
上
交
通
路
線
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
と
提

案
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
に
新
し
く
開
港
さ
れ
た
天
津
は
首
都
か
ら
近
い
た
め
、
有
事
の
際
、
列
強
の
艦
隊
は
す
ぐ
に
天
津

の
海
上
に
集
結
す
る
こ
と
が
で
き
、
首
都
が
戦
争
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
水
師
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
水
師
を
整
備
し
、
戦
闘
力
を
向
上
さ
せ
る
に
は
ま
ず
国
内
で
工
場
を
創
設
し
、
西
洋
の
最
新
の
艦
船
を
造
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
、
輪
船
（
近
代
蒸
気
船
）
を
造
り
、
水
師
の
整
備
を
行
う
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、左
宗
棠
は
、以
前
杭
州
で
職
人
を
集
め
、蒸
気
船
の
試
作
を
行
い
、フ
ラ
ン
ス
の
技
師
徳
克
碑
（Paul d’A

iguebelle

）
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と
税
務
司
日
意
格(Prosper G

iquel)

と
造
船
を
指
導
し
、
西
洋
の
技
術
を
伝
授
す
る
と
い
う
計
画
を
立
て
て
い
た
が
、
漳
州
が
太
平

天
国
軍
に
占
領
さ
れ
、
左
宗
棠
が
福
建
省
に
入
り
、
鎮
圧
に
当
た
っ
て
か
ら
中
断
し
た
こ
と
も
上
奏
文
に
述
べ
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
、
左
宗
棠
の
、
福
建
省
で
場
所
を
選
び
、
工
場
を
設
立
し
、
機
械
を
購
入
し
て
、
外
国
の
職
人
を
雇
っ
て
、
造
船
や
船
舶

の
操
縦
技
術
を
移
植
す
る
計
画
は
、
当
面
の
急
務
と
し
て
、
六
月
に
政
府
の
許
可
を
得
て
、
実
行
が
決
ま
っ
た
（
75
）。
そ
し
て
、
左
宗

棠
の
推
薦
に
よ
り
、
江
西
巡
撫
の
沈
葆
楨
が
福
州
船
政
局
の
開
設
を
担
い
、
西
洋
の
艦
船
製
造
技
術
の
学
習
や
艦
船
の
国
産
化
が
始
ま

る
。

　

同
治
八
年
（
一
八
六
九
年
）
五
月
、
初
め
て
の
国
産
蒸
気
艦
船
の
「
万
年
青
」
号
が
完
成
し
た
。
こ
の
艦
船
に
は
、
鋼
砲
四
門
、
銅

砲
二
門
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
船
政
局
を
創
設
し
た
当
初
の
意
図
は
製
造
で
は
な
く
、
学
習
で
あ
っ
た
た
め
、
日
意
格
は
契
約
通
り
に

生
産
が
始
ま
っ
て
か
ら
最
初
の
五
年
間
に
、
中
国
人
の
技
師
と
職
人
に
艦
船
の
製
造
の
技
術
や
操
縦
の
技
法
を
教
え
、
若
い
技
術
者
た

ち
を
育
て
、
十
五
隻
の
艦
船
を
製
造
し
た
。
そ
し
て
、
同
治
十
三
年
（
一
八
七
四
）
に
、
契
約
の
期
間
が
満
了
し
て
帰
国
し
た
後
、
中

国
人
技
師
や
職
人
に
よ
る
艦
船
の
建
造
が
始
ま
る
。

5
　
お
わ
り
に

　

以
上
で
論
じ
た
よ
う
に
、
莫
大
な
兵
力
を
有
し
て
い
な
が
ら
も
、
次
第
に
勢
力
を
増
し
て
行
く
国
内
の
反
乱
軍
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ

て
い
た
清
国
政
府
は
、
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
西
洋
列
強
か
ら
条
約
修
正
を
目
的
と
し
た
武
力
交
渉
を
強
い
ら
れ
て
お

り
、つ
い
に
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
が
起
こ
っ
た
。
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
連
合
軍
に
首
都
ま
で
を
占
領
さ
れ
、や
む
な
く
「
北

京
条
約
」
を
締
結
し
、
戦
争
が
終
結
し
た
。

　

第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
で
敗
北
し
た
清
国
政
府
は
、
内
憂
外
患
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
、
農
民
の
反
乱
軍
、
特
に
一
大
勢
力
に
な
っ
て
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政
府
と
戦
っ
て
い
た
太
平
天
国
軍
と
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
列
強
と
の
間
に
生
じ
た
三
角
関
係
か
ら
、
ま
ず
、
国
内
の
安
定
を

取
り
戻
す
こ
と
が
、
清
国
政
権
に
と
っ
て
先
決
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
こ
で
、
政
府
は
国
内
の
反
乱
を
平
定
し
て
か
ら
列
強
の

干
渉
を
排
除
す
る
と
い
う
内
政
外
交
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
戦
略
方
針
を
打
ち
立
て
た
。
次
い
で
、一
八
六
〇
年
代
の
初
め
か
ら
、

農
民
の
反
乱
軍
を
鎮
定
す
る
こ
と
を
名
目
に
列
強
の
協
力
を
勝
ち
取
り
、
戦
乱
が
盛
ん
な
地
域
で
兵
器
工
場
を
建
設
し
、
西
洋
の
近
代

軍
器
製
造
技
術
を
導
入
し
、反
乱
軍
の
鎮
圧
に
当
た
っ
て
い
た
政
府
軍
の
銃
砲
弾
薬
な
ど
軍
需
品
を
現
地
で
生
産
供
給
す
る
と
同
時
に
、

西
洋
の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
国
か
ら
雇
っ
た
技
師
の
指
導
の
下
で
本
国
の
技
術
者
を
育
て
る
こ
と
を
積
極
的
に
行
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
西
洋
の
兵
器
で
軍
隊
の
整
備
を
強
化
し
、
洋
式
訓
練
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
軍
隊
の
戦
闘
力
を
向
上
さ
せ
、
政
権
を

脅
か
し
て
き
た
太
平
天
国
の
反
乱
を
鎮
圧
し
政
権
を
建
て
直
し
た
。

　

一
八
六
〇
年
代
半
ば
以
降
、
清
国
政
府
は
、
欧
米
諸
国
と
の
貿
易
を
拡
大
し
、
比
較
的
に
安
定
し
た
商
業
関
係
を
築
い
て
い
く
う

ち
、
西
洋
に
対
す
る
見
識
を
広
め
、
列
強
と
の
軍
事
的
な
依
存
関
係
か
ら
独
立
し
、
列
強
と
の
間
に
将
来
起
こ
り
う
る
戦
争
を
想
定
し

て
、
政
権
の
維
持
と
国
家
の
独
立
を
守
る
た
め
に
、
全
国
各
省
の
都
撫
な
ど
各
地
方
の
長
官
に
対
し
て
、
内
外
の
情
勢
を
踏
ま
え
た
具

体
的
な
国
防
の
対
策
案
を
た
て
る
こ
と
を
求
め
た
。
政
府
か
ら
の
こ
う
し
た
要
望
に
素
早
く
反
応
し
た
の
が
左
宗
棠
で
あ
っ
た
。
海
上

の
利
益
を
守
り
、
首
都
の
安
全
を
守
る
た
め
に
は
水
師
を
建
設
す
る
必
要
が
あ
る
、
水
師
を
建
設
す
る
に
は
ま
ず
軍
艦
を
建
造
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
政
府
の
支
持
を
受
け
、
最
初
の
軍
艦
製
造
工
場
と
し
て
生
産
を
始
め
た
福
州
船
政
局
は
、
資
金
不
足

に
よ
り
一
時
生
産
停
止
の
危
機
に
遭
っ
た
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
外
国
人
技
師
に
よ
る
技
術
の
伝
授
を
受
け
な
が
ら
生
産
を
続
け
、

一
八
七
四
年
に
外
国
人
技
師
た
ち
が
契
約
期
間
の
満
了
に
よ
り
帰
国
す
る
ま
で
に
、
計
画
通
り
に
軍
艦
や
商
業
用
の
輸
送
船
を
合
わ
せ

て
十
五
隻
を
生
産
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
国
の
一
部
の
若
い
技
術
者
や
職
人
を
育
て
た
。
そ
し
て
一
八
七
〇
年
代
の
半
ば
以
降
、
本
国

の
技
師
に
よ
る
艦
船
生
産
の
時
期
を
迎
え
た
。

　

し
か
し
、
西
洋
の
列
強
を
対
戦
相
手
と
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
と
、
一
八
六
〇
年
代
の
半
ば
以
降
、
農
民
の
反
乱
軍
を
鎮
圧
す
る
た
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め
の
戦
争
の
間
に
創
設
さ
れ
た
兵
器
工
場
で
、
外
国
人
技
師
の
指
導
の
下
で
生
産
し
た
兵
器
の
品
質
は
、
西
洋
の
も
の
に
比
べ
て
低
い

こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
八
六
九
年
か
ら
金
陵
機
器
局
で
小
型
の
火
砲
を
製
造
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
生
産
さ

れ
た
火
砲
は
し
ば
し
ば
破
裂
事
故
を
起
こ
し
て
い
た
。
艦
船
製
造
も
計
画
通
り
に
進
ん
で
い
た
し
、
一
八
六
七
年
に
は
江
蘇
省
の
布
政

使
だ
っ
た
丁
日
昌
に
よ
っ
て
三
洋
艦
隊
の
計
画
案
が
政
府
へ
提
出
さ
れ
て
い
た
が
、
よ
う
や
く
一
八
七
四
年
に
第
一
次
海
防
討
論
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
初
め
て
海
軍
建
設
が
清
国
政
府
の
議
事
日
程
に
上
っ
た
。

　

要
す
る
に
、
一
八
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
清
国
政
府
は
西
洋
列
強
の
軍
事
技
術
を
移
植
し
、
近
代
兵
器
の
国

産
化
に
努
め
、
自
国
の
軍
隊
の
戦
闘
力
の
向
上
を
目
指
し
た
が
、
西
洋
列
強
の
よ
う
に
利
益
を
求
め
、
近
代
陸
海
軍
を
組
織
し
、
海
外

で
力
を
振
る
う
ど
こ
ろ
か
、
従
来
の
陸
軍
を
主
力
と
し
た
陸
上
防
衛
の
国
防
体
制
を
変
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

時
代
の
清
国
が
西
洋
に
学
び
、
新
し
い
国
内
や
国
際
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
に
取
っ
た
対
策
は
、
軍
事
近
代
化
へ
の
胎
動
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

注
釈
と
参
考
文
献

（
1
）　
施
渡
橋
著
『
晩
清
軍
事
変
革
研
究
』、（
北
京
）
軍
事
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
一
月
、
一
二
八
頁
。

（
2
）　
宝
鋆
編
集
『
近
代
中
国
史
料
丛
刊
』『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）、
第
二
十
五
巻
、（
台
湾
）
文
海
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、
二
四
七
五
頁
。

　
　

原
文
は「
迨
咸
豊
年
間
内
患
外
侮
，一
時
并
至
，豈
盡
武
臣
之
不
善
治
兵
哉
。
抑
有
制
勝
之
兵
，而
无
制
勝
之
器
，故
不
能
所
向
无
敵
耳
。
外
洋
如
英
，法
諸
国
，

説
者
皆
知
其
惟
持
此
船
堅
礟
利
，
以
横
行
海
外
」。

（
3
）　『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）、
第
七
冊
、
第
六
十
七
巻
、（
北
京
）
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
二
五
〇
二
頁
。

　
　

原
文
は
「
所
有
和
约
内
所
定
各
条
，
均
著
逐
款
允
准
，
行
諸
久
遠
，
从
此
永
息
干
戈
，
共
敦
和
好
，
彼
此
相
安
以
信
，
即
着
通
行
各
省
督
撫
大
吏
，
一
体

按
照
辨
理
」。
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（
4
）　
発
と
は
太
平
天
国
軍
の
こ
と
を
言
い
、
捻
と
は
捻
軍
の
こ
と
を
指
す
。

（
5
）　
同
前
掲
二
、『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）、
第
八
冊
、
第
七
十
二
巻
、
二
七
〇
〇
―
二
七
〇
一
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
現
在
撫
議
雖
成
、
而
国
威
未
振
、
極
宜
力
図
振
興
国
威
、
使
該
夷
順
則
可
以
相
安
、
逆
則
可
以
有
備
、
以
期
経
久
無
患
。
況
発
捻
等
尤
宜
迅

図
勦
辦
、
内
患
除
則
外
侮
自
泯
。
刹
査
八
旗
禁
軍
、
素
称
驍
勇
、
近
来
攻
勦
、
未
能
得
力
、
非
兵
力
之
不
可
用
、
実
膽
識
之
未
優
。
若
能
添
習
火
器
、
操

演
技
芸
、
訓
練
純
熟
、
則
器
利
兵
精
、
臨
陣
自
不
虞
潰
散
。
現
俄
国
欲
送
鳥
槍
一
萬
桿
、
礟
五
十
尊
。
佛
国
洋
槍
炸
礟
等
件
均
肯
售
賣
、
並
肯
派
人
教
導

鋳
造
各
種
火
器
」。

（
6
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』
咸
丰
朝
、
第
八
冊　

第
七
十
一
卷
、
二
六
七
五
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
就
今
日
（
一
八
六
一
年
一
月
）
之
勢
論
之
，
発
捻
交
乘
，
心
腹
之
害
也
。
俄
国
壤
地
相
接
，
有
蚕
食
上
国
之
志
，
肘
腋
之
憂
也
。
英
国
志
在

通
商
…
…
肢
体
之
患
也
」。

（
7
）　
同
右
。

　
　
　

原
文
は
「
故
滅
発
捻
為
先
，
治
俄
次
之
，
治
英
又
次
之
」。

（
8
）　
前
掲
注
一
を
参
照
。

（
9
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
二
冊
、
第
十
四
巻
、
四
九
九
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
当
此
中
原
未
靖
、
岂
可
沿
海
再
起
風
波
」。

（
10
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
二
冊　

第
十
五
巻
、
五
二
一
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
当
此
中
原
多
故
、
餉
糈
限
難
、
叶
明
琛
総
宜
計
深
慮
遠
、
弭
此
衅
端
、
既
不
可
意
存
迁
就
、
止
顧
目
前
、
又
不
可
一
発
難
収
、
復
開
辺
患
。」。

（
11
）　
僧
格
林
沁
、
セ
ン
ゲ
・
リ
ン
チ
ン
（Sengge R

inchen

、
一
八
一
一
―
一
八
六
五
）
は
、
清
の
将
軍
。
モ
ン
ゴ
ル
族
。
ボ
ル
ジ
ギ
ン
氏
で
、『
蒙
古
世
系
』

に
よ
る
と
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
次
弟
ジ
ョ
チ
・
カ
サ
ル
の
二
十
六
代
の
子
孫
に
当
た
る
と
い
う
。
一
八
五
七
年
、
ア
ロ
ー
（
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
）
戦
争

が
勃
発
す
る
と
天
津
防
衛
の
欽
差
大
臣
に
任
命
さ
れ
、一
八
五
九
年
に
は
大
沽
の
戦
い
で
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
連
合
軍
を
破
っ
た
。し
か
し
一
八
六
〇
年
、

天
津
が
陥
落
し
、
彼
が
率
い
る
モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
軍
は
通
州
に
撤
退
し
た
。
通
州
の
八
里
橋
で
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
連
合
軍
に
惨
敗
し
、
モ
ン
ゴ
ル
騎

兵
軍
は
全
滅
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
連
合
軍
は
北
京
に
侵
攻
し
、
円
明
園
が
破
壊
さ
れ
た
。
敗
北
の
責
任
を
問
わ
れ
セ
ン
ゲ
・
リ

ン
チ
ン
は
爵
位
を
失
っ
た
が
、欽
差
大
臣
の
職
に
は
留
ま
っ
た
。
ア
ロ
ー
戦
争
が
終
結
す
る
と
爵
位
を
回
復
し
た
。
一
八
六
五
年
に
軍
と
の
戦
い
で
死
去
。

（
12
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
二
十
五
巻
、
二
四
七
七
頁
。
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（
13
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
） 

第
八
冊
、
第
七
十
一
巻
、
二
六
七
五
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
惟
捻
熾
於
北
、
発
熾
於
南
、
餉
竭
兵
疲
、
夷
人
乗
我
虚
弱
、
而
為
其
所
制
」。

（
14
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
） 

第
八
冊
、
第
七
十
一
巻
二
、六
七
五
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
以
和
好
為
権
宜
、
戦
守
為
実
事
」。

（
15
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
二
十
五
巻
、
二
四
七
八
頁
。

　
　
　

原
文
は「
現
在
江
折
尚
在
用
兵
、託
名
学
製
以
剿
賊
、亦
可
不
露
痕
跡
、此
誠
不
可
失
之
機
会
也
。
若
於
賊
平
之
後
、始
籌
学
製
、則
洋
匠
雖
貪
重
値
而
肯
来
、

洋
官
必
疑
忌
而
撓
阻
、
此
又
勢
所
必
至
者
。
是
宜
趁
南
省
軍
威
大
振
、
洋
人
楽
於
見
長
之
時
、
将
外
洋
各
種
機
械
火
器
実
力
講
求
、
以
期
盡
窺
其
中
之
秘
。

有
事
可
以
禦
侮
、
無
事
可
以
示
威
。」。

（
16
）　
茅
海
建
著
『
天
朝
的
崩
潰
』、（
北
京
）
三
聨
書
店
、
一
九
九
五
年
四
月
、
四
十
九
頁
。

（
17
）　
抬
銃
（
英
文
でJingall, G

ingall, W
all G

un

と
い
う
）
と
は
、
中
国
特
有
の
武
器
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
時
か
ら
清
国
軍
に
装
備
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
、

前
込
め
滑
膛
、
前
込
め
と
後
込
め
施
条
な
ど
の
種
類
が
あ
っ
て
、
そ
の
構
造
は
歩
兵
銃
に
似
て
い
る
。
サ
イ
ズ
、
重
量
、
火
薬
の
用
量
及
び
威
力
は
歩
兵

銃
よ
り
大
き
い
。

（
18
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
八
冊
、
第
七
十
二
巻
、
二
七
〇
〇
―
二
七
〇
一
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
探
源
之
策
、
在
於
自
強
、
自
強
之
術
、
必
先
練
兵
。
…
…
刹
査
八
旗
禁
軍
、
素
称
驍
勇
、
近
来
攻
勦
、
未
能
得
力
、
非
兵
力
之
不
可
用
、
実

膽
識
之
未
優
。
若
能
添
習
火
器
、
操
演
技
芸
、
訓
練
純
熟
、
則
器
利
兵
精
、
臨
陣
自
不
虞
潰
散
。」。

（
19
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
八
冊
、
第
七
十
二
巻
、
二
七
〇
一
頁
。

（
20
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
八
冊
、
第
七
十
二
巻
、
二
七
〇
四
頁
。

（
21
）　
上
海
人
民
出
版
社
編
集
、「
総
理
各
国
事
務
奕
訢
等
片
」『
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊
』『
洋
務
運
動
』（
三
）、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
一
年
、
四
四
三

―
四
四
五
頁
。

（
22
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
四
六
頁
。

（
23
）　
同
右
。

（
24
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
四
七
頁
。

（
25
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
五
一
頁
。
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（
26
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
四
七
、四
四
八
、四
四
九
頁
。

（
27
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
七
六
、四
七
八
―
四
七
九
頁
。

（
28
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
五
二
―
四
五
三
頁
。

（
29
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
五
七
頁
。

　
　
　
「
練
兵
必
先
練
将
」

（
30
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』 （
同
治
朝
）
第
十
巻
、
一
、〇
二
八
頁
、
ま
た
は
、『
籌
辨
夷
務
始
末 

』（
咸
丰
朝
）
第
八
巻
、
二
、七
〇
〇
頁
。

（
31
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
十
巻
、
一
、〇
二
九
頁
。

（
32
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
五
九
―
四
六
〇
頁
。

（
33
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
六
二
頁
。

（
34
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
八
二
頁
。

（
35
）　
前
掲
『
洋
務
運
動
』（
三
）
四
八
四
―
四
八
五
頁
。

（
36
）　
趙
爾
巽
、
柯
劭
忞
著
『
清
史
稿
』（
第
十
四
冊
）、
志
一
〇
七
兵
三
、
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
八
月
、
三
、九
三
二
―
三
、九
三
三
頁
。

（
37
）　
曽
国
藩
、「
遵
旨
安
徽
省
域
仍
建
在
安
慶
折
」『
曾
文
正
公
全
集
・
奏
稿
』、
世
界
書
局
、
一
九
三
六
年
、
四
六
〇
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
目
下
大
江
水
師
帰
彭
玉
麟
、
楊
載
福
等
統
率
者
、
船
隻
至
千
余
号
之
多
、
砲
以
位
至
二
三
千
尊
之
富
、
実
頼
逐
年
積
累
、
成
此
巨
観
。
将
来

事
定
之
後
、
利
器
不
宜
浪
抛
、
劲
旅
不
宜
裁
撤
、
必
添
設
缼
額
若
干
、
安
挿
此
水
師
、
而
即
以
壮
我
江
防
、
永
絶
中
外
之
窺
伺
。」。

（
38
）　
前
掲
『
曾
文
正
公
全
集
・
奏
稿
』
四
五
八
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
欲
抜
根
本
、
先
剪
枝
葉
」。

（
39
）　
崔
卓
力
編
『
李
鴻
章
全
集
・
朋
僚
函
稿
』
第
二
巻
、
時
代
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
三
一
〇
一
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
洋
槍
（
銃
）
実
為
利
器
、
和
（
春
）
張
（
国
良
）
営
中
雖
有
此
物
、
而
未
操
練
隊
伍
、
故
不
中
用
。」。

（
40
）　
前
掲
『
晩
清
軍
事
変
革
研
究
』、
四
十
四
頁
。

（
41
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
八
冊
、
第
七
十
二
巻
、
二
七
〇
〇
―
二
七
〇
一
頁
。

（
42
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
八
冊
、
第
七
十
二
巻
、
二
七
〇
一
頁
。

（
43
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
八
冊
、
第
七
十
一
巻
、
二
六
六
九
頁
。
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原
文
は
「
此
次
款
議
雖
成
、
中
国
豈
可
一
日
而
忘
備
。
…
…
無
論
目
前
資
夷
力
以
助
剿
済
運
、
得
紓
一
時
之
憂
。
将
来
師
夷
智
以
造
砲
製
船
、
尤
可
期

永
遠
之
利
。」。

（
44
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
咸
丰
朝
）
第
八
冊
、
第
七
十
二
巻
、
二
六
九
六
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
曽
国
藩
又
将
来
師
夷
智
以
造
砲
製
船
、
尤
可
期
永
遠
之
利
。
臣
等
正
擬
籌
画
辨
理
。
査
康
熙
年
間
、
平
定
三
藩
、
曾
用
西
洋
人
製
造
槍
砲
、

頗
為
其
力
。
此
時
夷
情
雖
迥
非
昔
比
、
而
佛
夷
槍
砲
均
肯
售
賣
、
並
肯
派
匠
役
教
導
製
造
。
倘
酌
雇
夷
匠
数
名
、
在
上
海
製
造
、
用
以
剿
賊
、
勢
属
可
行
、

応
請
飭
下
曽
国
藩
、
薛
煥
酌
量
辨
理
。」。

（
45
）　
英
名
はH

uaer,  Frederick Tow
nsend W

ard （
一
八
三
一
―
一
八
六
二
）、
ア
メ
リ
カ
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
セ
ー
ラ
ム
に
生
ま
れ
、
軍
事
を
学
ん
だ

こ
と
が
あ
り
、
国
外
を
放
浪
し
て
、
メ
キ
シ
コ
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
軍
隊
に
加
わ
っ
た
こ
と
も
あ
る
冒
険
家
で
あ
っ
た
。
一
八
五
九
年
に
、
彼
は
戦
乱
の
清

国
を
目
指
し
、
一
人
で
上
海
へ
来
て
、
太
平
天
国
の
反
乱
軍
の
鎮
圧
に
参
加
し
た
。

（
46
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
五
巻
、
四
三
六
頁
。

（
47
）　
前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
十
巻
、
一
〇
二
九
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
以
上
各
口
（
上
海
、
天
津
、
寧
波
、
広
州
、
福
州
な
ど
）、
除
学
習
洋
人
兵
法
外
、
仍
応
認
真
学
習
洋
人
製
造
各
項
火
器
之
法
、
務
須
得
其
密
伝
、

能
利
攻
剿
、
以
為
自
強
之
計
。」。

（
48
）　
炸
弾
三
局
は
江
蘇
省
炸
弾
三
局
と
言
わ
れ
る
、
ま
た
は
、
上
海
の
炸
弾
三
局
と
も
言
わ
れ
る
。

（
49
）　

前
掲
『
李
鴻
章
全
集
・
奏
稿
』
第
四
巻
、
二
一
六
頁
、
ま
た
は
、『
清
穆
宗
実
録
』
第
七
十
八
巻
、
十
三
頁
、
ま
た
は
、
孫
毓
棠
、
汪
敬
虞
編
『
中
国

近
代
工
業
史
資
料
第
一
輯
』（
上
冊
）、（
北
京
）
科
学
出
版
社
、
一
九
五
七
年
、
二
五
四
、二
六
〇
頁
参
照
。

（
50
）　

前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
二
十
五
巻
、
二
四
八
八
―
二
四
九
〇
頁
。

（
51
）　

前
掲
『
曾
文
正
公
全
集
・
奏
稿
』
第
二
十
七
巻
、
七
―
十
頁
。
ま
た
は
、『
中
国
近
代
工
業
史
資
料
第
一
輯
』、
二
七
七
頁
。

（
52
）　

前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
二
十
五
巻
、
二
四
七
七
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
無
師
之
学
、
僅
能
得
大
概
、
而
不
克
究
其
精
微
。」。

（
53
）　

三
口
と
は
、
営
口
、
天
津
、
煙
台
を
指
す
。

（
54
）　

前
掲
『
中
国
近
代
工
業
史
資
料
第
一
輯
』
三
四
三
―
三
四
四
頁
。

（
55
）　

前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
二
十
五
巻
、
二
四
七
五
頁
。
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原
文
は
「
査
治
国
之
道
，
在
乎
自
強
。
而
審
時
度
勢
，
則
自
強
以
練
兵
為
要
。
練
兵
又
以
制
器
為
先
。」。

（
56
）　

前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
二
十
五
巻
、
二
四
七
九
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
縁
旗
人
居
有
定
所
、
較
易
防
閑
、
仍
禁
民
間
学
習
、
以
免
別
滋
流
弊
。」。

（
57
）　

前
掲
『
李
鴻
章
全
集
・
奏
稿
』
第
七
巻
、
三
二
八
頁
。

（
58
）　
『
中
国
近
代
兵
器
工
業
―
―
清
末
至
民
国
的
兵
器
工
業
』、（
北
京
）
国
防
工
業
出
版
社
、
一
九
九
八
年
四
月
、
一
四
八
頁
。

（
59
）　

復
旦
大
学
歴
史
系
、上
海
師
範
大
学
歴
史
系
編
著 

、 

野
原
四
郎
、小
島
晋
治
監
訳
『
中
国
近
代
史
』（
２
）『
洋
務
運
動
と
日
清
戦
争
』、一
九
八
一
年
五
月
、

株
式
会
社
三
省
堂
、
一
二
四
頁
。

（
60
）　

前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）
第
四
十
四
巻
、
四
二
〇
三
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
現
在
兵
部
会
議
章
程
「
練
兵
需
用
軍
器
」
条
内
、亦
有
由
直
隷
派
員
在
天
津
設
局
製
造
之
議
。
臣
等
思
練
兵
之
要
、制
器
為
先
、中
国
所
有
軍
器
、

固
応
随
時
随
処
選
将
（
匠
）
購
材
精
心
造
作
、
…
…
現
在
直
隷
既
欲
練
兵
、
自
応
就
近
地
添
設
総
局
、
外
洋
軍
火
機
器
成
式
実
力
講
求
、
以
期
多
方
利
用
。

設
一
旦
有
事
、
較
往
他
省
調
撥
、
匪
惟
接
済
不
窮
、
亦
属
取
用
甚
便
。」。

（
61
）　

抄
本
崇
厚
奏
稿
、
前
掲
『
中
国
近
代
工
業
史
資
料
第
一
輯
』、
三
四
六
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
中
国
所
有
軍
器
、
固
応
随
時
随
処
選
将
（
匠
）
購
材
精
心
造
作
、
…
…
誠
為
接
済
不
窮
、
取
運
甚
便
、
深
謀
遠
計
之
至
意
也
。」。

（
62
）　

前
掲
『
中
国
近
代
工
業
史
資
料
第
一
輯
』、
三
六
六
頁
。

（
63
）　

諭
折
彙
存
、
光
緒
二
十
一
年
十
二
月
十
三
日
、
前
掲
『
中
国
近
代
工
業
史
資
料
第
一
輯
』、
三
五
三
頁
。

（
64
）　

廬
嘉
錫
総
編
、
王
兆
春
著
『
中
国
科
学
技
術
史
』「
軍
事
技
術
巻
」、（
北
京
）
科
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
八
月
、
三
三
四
頁
。

（
65
）　

根
本
地
と
は
、
首
都
の
北
京
を
指
す
。

（
66
）　

前
掲
『
籌
辨
夷
務
始
末
』（
同
治
朝
）、
第
五
十
五
巻
、
五
一
七
七
頁
。

（
67
）　

南
の
局
と
は
、
金
陵
と
江
南
製
造
局
を
指
す
。

（
68
）　

前
掲
『
李
鴻
章
全
集
・
奏
稿
』
第
十
七
巻
、
七
五
二
頁
。

（
69
）　
『
左
宗
棠
全
集
・
奏
稿
』
第
三
十
巻
、
上
海
書
店
、
一
九
八
六
年
、
四
六
九
五
―
四
六
九
六
頁

（
70
）　

王
爾
敏
著
、『
清
季
兵
工
業
的
興
起
』（
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
専
刊
）、
中
華
民
国
五
十
二
年
七
月
初
版
、
一
一
〇
頁
。

（
71
）　

前
掲
『
中
国
近
代
兵
器
工
業―

清
末
至
民
国
的
兵
器
工
業
』
一
档
、
軍
機
処
上
諭
档
、
二
八
〇
頁
。
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原
文
は
「
窺
洋
人
之
意
、
似
目
前
無
可
尋
衅
、
特
発
此
議
論
為
日
後
借
端
生
事
地
歩
、
若
不
先
事
通
籌
、
恐
将
来
設
有
決
裂
、
倉
卒
更
難
措
置
。」。

（
72
）　

同
右
。

　
　
　

原
文
は
「
因
思
外
国
生
事
与
否
、総
視
中
国
之
能
否
自
強
為
定
準
、…
…
総
在
地
方
大
吏
、実
力
講
求
、随
時
整
頓
、日
有
起
色
、俾
不
至
為
外
国
人
所
軽
視
、

方
可
消
患
未
萌
、
杜
其
窺
伺
之
漸
。」。

（
73
）　

同
右
。

（
74
）　

前
掲
『
左
宗
棠
全
集
・
奏
稿
』
第
十
八
巻
、
二
八
四
三
―
二
八
四
五
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
窃
維
東
南
大
利
在
水
而
不
在
陸
。
自
広
東
福
建
而
浙
江
江
南
山
東
直
隷
盛
京
以
東
北
、
大
海
環
其
三
面
、
江
河
以
外
、
万
水
朝
宗
。
…
…
無

事
之
時
、
以
之
籌
転
漕
、
則
千
里
猶
在
戸
庭
、
…
…
有
事
之
時
、
以
之
籌
調
発
、
則
百
粤
之
旅
可
集
三
韓
、
以
之
籌
転
輪
、
則
七
省
之
儲
可
通
一
水
、
匪

特
巡
洋
緝
盗
有
必
設
之
防
、
用
兵
出
奇
有
必
争
之
道
也
。
況
我
国
家
建
都
於
燕
、
津
沽
実
為
要
鎮
。
自
海
上
用
兵
以
来
、
泰
西
各
国
火
輪
兵
船
直
達
天
津
、

籓
籬
竟
成
虚
設
、
星
馳
飈
挙
、
無
足
当
之
。
…
…
欲
防
海
之
害
而
収
其
利
、
非
整
理
水
師
不
可
、
欲
整
理
水
師
、
非
設
局
監
造
輪
舶
不
可
。」。

（
75
）　

前
掲
『
左
宗
棠
全
集
・
奏
稿
』
第
十
八
巻
、
二
八
六
九
頁
。

　
　
　

原
文
は
「
中
国
自
強
之
道
、全
在
振
奮
精
神
、破
除
耳
目
近
習
、講
求
利
用
実
際
。
該
督
擬
於
閩
省
擇
地
設
廠
、購
買
機
器
、募
雇
洋
匠
、試
造
火
輪
船
隻
、

実
係
当
今
応
辦
急
務
。
…
…
左
宗
棠
務
当
揀
派
妥
員
、
認
真
講
求
、
必
尽
悉
洋
人
製
造
駕
駛
之
法
、
方
不
致
虚
糜
帑
項
。
所
陳
各
条
、
均
著
照
議
辦
理
。」。


